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別紙：監査領域別の KAM 記載の分析
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1. 固定資産の評価

① KAM の識別

のれんを含む固定資産の評価に係る論点を対象とした KAM である。強制適用初年度にお

いては、有形固定資産及び無形固定資産の評価と併せて、のれんの評価を記載している事例

が数多くあったことから、本報告書においては、のれんの評価に係る論点を対象としたKAM

も「固定資産の評価」に識別している。

連結財務諸表又は個別財務諸表の監査報告書において、固定資産の評価に係る論点を対

象とした KAM が記載された会社の数（KAM の個数）は、それぞれ 995 社（1,100 個）及び

552 社（563 個）であった。その内、連結財務諸表又は個別財務諸表の監査報告書において、

「のれん」という記載がある KAM の小見出しが付された会社の数（KAM の個数）は、そ

れぞれ 269 社（279 個）及び 15 社（15 個）であった。

連結財務諸表と個別財務諸表の両方の監査報告書に固定資産の評価に係る論点を対象と

した KAM が記載された事例のほとんどにおいて、連結財務諸表と個別財務諸表の監査報告

書におけるその記述に違いはなかった。

以下では、連結財務諸表の監査報告書において固定資産の評価に係る論点を対象とした

KAM が記載された会社を対象に分析を行う。

連結財務諸表の監査報告書において固定資産の評価に係る論点を対象とした KAM が記

載された会社が適用した会計基準別の内訳は以下のとおりであり、日本基準を適用してい

る会社よりも IFRS や US-GAAP を適用している会社の方が、固定資産の評価に係る論点を

対象とした KAM が記載される傾向があった。

適用した会計基準 会社数（注） KAM の個数

日本基準 881 社（45％） 956 個

IFRS 108 社（73％） 133 個

US-GAAP   6 社（60％） 11 個

（注）表中の括弧内の値は、当該会計基準を適用している会社に占める割合を示している。

連結財務諸表の監査報告書において、固定資産の評価に係る論点を対象とした KAM が記

載された会社の業種別（業種別分類項目の大分類）の内訳は、以下のとおりである。
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業種別（大分類） 会社数（注 1） KAM の個数

水産・農林業 6 社（86%）   6 個

鉱業 3 社（75%）   4 個

建設業 13 社（12%） 14 個

製造業（注 2） 472 社（49%） 531 個

電気・ガス業   9 社（43%） 10 個

運輸・情報通信業（注 3） 154 社（51%） 162 個

商業 183 社（57%） 204 個

金融・保険業 26 社（18%） 31 個

不動産 21 社（42%） 22 個

サービス業 108 社（59%） 116 個

（注1） 表中の括弧内の値は、当該業種に属する会社に占める割合を示している。

（注2） 中分類の業種別でみたとき、KAM の個数がもっとも多かったのは化学の 78 社（91

個）であった。

（注3） 中分類の業種別でみたとき、KAM の個数がもっとも多かったのは情報・通信業の

74 社（80 個）であった。

また、連結財務諸表の監査報告書において固定資産の評価に係る論点を対象とした KAM

が記載された会社のほとんどが、当該監査領域の KAM の記載は 1 個であったが、2 個記載

された会社が 95 社1、3 個記載された会社が 5 社2あった。

② KAM の内容

連結財務諸表の監査報告書において、固定資産の評価に係る論点を対象とした KAM の主

なものは、以下のとおりである3。

ア．減損の認識判定

減損の認識判定における、割引前将来キャッシュ・フローの見積りの合理性（日本基準）

を KAM としている事例4、処分コスト控除後の公正価値／使用価値の見積りの合理性（IFRS）

を KAM としている事例5が多かった。これには、減損損失を認識していない場合でも、そ

の重要性により KAM として扱っている事例6も含まれる。また、事例の中には、事業計画

                                                       
1 中外鉱業㈱、ハウス食品グループ本社㈱、㈱コンヴァノ 他
2 日本電産㈱、兼松㈱、㈱やまや、オリックス㈱、及びデクセリアルズ㈱
3 減損損失を認識したことが明記されていたものは 286 社（294 個）であった。
4 三菱マテリアル㈱、凸版印刷㈱、㈱マルイチ産商 他
5 住友化学㈱、大日本住友製薬㈱、参天製薬㈱ 他
6 ㈱ハーモニック・ドライブ・システムズ、㈱明電舎 他
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の基礎となる商品の見込み売上数量や将来の価格、割引率等、使用価値の見積りに用いられ

る主要な仮定を具体的に記述している事例7や、処分コスト控除後の公正価値が帳簿価額を

どの程度上回っているのか具体的な金額を示している事例8もあった。

イ．減損の兆候判定

会社は減損の兆候を識別していないが、兆候の判定には、様々な仮定が用いられているこ

とや、経営者の判断が必要になることから、兆候判定の妥当性を KAM としている事例9も

あった。また、固定資産の減損の兆候の有無に関する検討が、経営者が会計システム外で作

成した店舗又は工場別損益情報等に基づき実施されることから、店舗又は工場別損益情報

の集計や本社費の配賦計算など、会計システム外で作成された損益情報等の適切性に着目

している事例10や、兆候が無いという結論に至った根拠を示している事例11もあった。

ウ．その他

上記のほか、各社の個別の事情を考慮したものとして、以下の論点を対象とした事例があ

った。

 美術品の実在性及び評価の妥当性12

 オペレーティング・リース資産の残存価額の見積り13

③ KAM と決定した理由

連結財務諸表の監査報告書における固定資産の評価の監査領域において、KAM と決定し

た理由をまとめると、以下のようになる。

                                                       
7 住友化学㈱、日本高周波鋼業㈱、日本精工㈱ 他
8 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ
9 神戸電鉄㈱、兼松サステック㈱、㈱ＡＤＥＫＡ 他
10 ㈱コロワイド、㈱アトム、及びカッパ・クリエイト㈱
11 ㈱バルカー
12 ㈱ウッドワン
13 芙蓉総合リース㈱
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KAM と決定した理由 KAM の個数（注）

不確実性又は経営者の判断 1, 083 個（98%）

重要性 742 個（67%）

複雑性 87 個（ 8%）

通例でない取引 ―

専門的な技能や知識   180 個（16%）

監査証拠の入手の難易度 4 個（ 0%）

内部統制の不備 ―

（注）表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。なお、1 つ

の KAM について複数の決定理由を記載しているものがあるため、KAM の個数の合

計は、当該監査領域に識別された KAM の個数より多い。

KAM と決定した理由のうち、上位 2 つについて述べる。

「不確実性又は経営者の判断」を KAM と決定した理由に挙げている事例（1, 083 個）を

みると、多くが「不確実性」及び「経営者の判断」の両方若しくは「経営者の判断」を単独

で記載していたが、「不確実性」を単独で記載している事例もあった。

「重要性」を KAM と決定した理由に挙げている事例（742 個）をみると、多くが「金額的

重要性」に関するものであったが、「財務諸表全体への重要な影響」、「個別取引の重要性」、

「質的重要性」に関するものもあった。

なお、当該監査領域に識別されたすべての KAM が、「不確実性又は経営者の判断」若し

くは「重要性」のいずれかを KAM と決定した理由として記載しており、728 個（66％）は、

「不確実性又は経営者の判断」と「重要性」の両方を KAM として記載していた。

また、連結財務諸表の監査報告書において固定資産の評価を KAM とした事例のうち、不

正リスクに言及した事例はなかった。

④ 財務諸表の注記事項への参照

連結財務諸表の監査報告書において固定資産の評価を対象とした KAM について、財務諸

表の注記事項への参照の有無、及び参照先をまとめると、以下のようになる。
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注記事項への参照 KAM の個数（注 4）

注記事項への参照 有（注 1） 914 個（83%）

会計方針への参照 69 個（ 6%）

重要な会計上の見積りへの参照 628 個（57%）

上記以外の財務諸表の注記事項への参照（注 2） 234 個（21%）

注記事項への参照 無（注 3） 186 個（17%）

（注1） 1 つの KAM について複数の注記事項への参照を付したものがあるため、「注記事

項への参照 有」の内訳の KAM の個数合計は、「注記事項への参照 有」の個数より

多い。

（注2） 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、連結貸借対照表関係、連結損益

計算書関係、未適用の会計基準等、セグメント情報、追加情報などがあった。

（注3） 財務諸表の金額を記載しているものを含む。

（注4） 表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。

会計方針及び重要な会計上の見積りの両方への参照を付していた KAM が 17 個（2%）あ

った。

⑤ 監査上の対応

連結財務諸表の監査報告書において固定資産の評価に係る論点を対象とした KAM につ

いて、監査上の対応をまとめると、以下のようになる。

監査上の対応 KAM の個数（注）

内部統制の評価 622 個（57%）

経営者等への質問 979 個（89%）

分析的手続 660 個（60%）

記録や文書の評価 574 個（52%）

実査・立会 33 個（ 3%）

再計算・再実施 87 個（ 8%）

専門家の利用 327 個（30%）

構成単位の監査人の利用 76 個（ 7%）

（注）表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。なお、1 つ

の KAM について複数の監査上の対応を記載しているものがあるため、KAM の個数

の合計は、当該監査領域に識別された KAM の個数より多い。
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経営者等への質問において、監査人が質問や協議を行った相手には、経営者のほか、会

社の関連部署、財務経理部及び経営企画部の担当者や、事業、事業計画及び事業拠点の責

任者、所管部署、取引先等の外部者などが記載されていた。

監査人が行った分析的手続として、趨勢分析、推移分析、比較分析、感応度分析などが

記載されていた。

記録や文書の評価として、監査人は、取締役会や執行役員会等の議事録、中長期の経営

計画や設備投資計画、帳簿、固定資産台帳、稟議書、根拠資料などを対象に、閲覧、査

閲、及び突合を行ったことが記載されていた。

実査・立会として、対象となる有形固定資産の実査、現場視察、店舗の実地調査などを

行ったことが記載されていた。

上の表の専門家の利用は、監査人によるものに限定している。監査人が利用した専門家

として、企業価値評価の専門家、公正価値評価の専門家、不動産評価の専門家、アクチュ

アリー、及び IT 専門家が記載されていた。

また、連結財務諸表の監査報告書において当該領域に識別された KAM（1,100 個）につい

て、「KAM と決定した理由」及び「監査上の対応」の関係をまとめると、以下のようになる。

（注）表中の上段の値は該当する KAM の個数を、下段の値は当該監査領域に占める KAM

の割合を示している。なお、1 つの KAM について複数の KAM と決定した理由を記

載しているものがあるため、KAM の個数合計は、当該監査領域に識別された KAM の

個数より多い。

不確実性又は
経営者の判断

重要性 複雑性 通例でない取引
監査証拠の入手

の難易度
専門的な知識や

技能
内部統制の不備

613 450 35 ― 3 125 ―
56% 41% 3% ― 0% 11% ―
965 668 79 ― 3 163 ―
88% 61% 7% ― 0% 15% ―
649 428 62 ― 2 106 ―
59% 39% 6% ― 0% 10% ―
561 410 44 ― 3 81 ―
51% 37% 4% ― 0% 7% ―
32 24 3 ― 2 4 ―
3% 2% 0% ― 0% 0% ―
81 58 7 ― 1 14 ―
7% 5% 1% ― 0% 1% ―
320 224 38 ― 1 140 ―
29% 20% 3% ― 0% 13% ―
73 54 10 ― 1 13 ―
7% 5% 1% ― 0% 1% ―

内部統制の評価

経営者等への質問

分析的手続

記録や文書の評価

実査・立会

再計算・再実施

専門家の利用

構成単位の監査人
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2. 収益認識

① KAM の識別

収益認識に係る論点を対象とした KAM である。収益認識及び収益認識と密接に関連する

原価総額の見積りに加えて、収益認識との関連で KAM に選定されていると判断できる

KAM を識別している。

連結財務諸表又は個別財務諸表の監査報告書において、収益認識に係る論点を対象とし

た KAM が記載された会社の数（KAM の個数）は、それぞれ 536 社（567 個）及び 537 社

（561 個）であった。

連結財務諸表と個別財務諸表の両方の監査報告書に収益認識に係る論点を対象とした

KAM が記載された事例のほとんどにおいて、連結財務諸表と個別財務諸表の監査報告書に

おけるその記述に違いはなかった。

以下では、連結財務諸表の監査報告書において収益認識に係る論点を対象とした KAM が

記載された会社を対象に分析を行う。

連結財務諸表の監査報告書において収益認識に係る論点を対象とした KAM が記載され

た会社が適用した会計基準別の内訳は以下のとおりであり、IFRS や US-GAAP を適用して

いる会社よりも日本基準を適用している会社の方が、収益認識に係る論点を対象とした

KAM が記載される傾向があった。

適用した会計基準 会社数（注） KAM の個数

日本基準 512 社（26％） 541 個

IFRS 23 社（16％） 25 個

US-GAAP   1 社（10％） 1 個

（注）表中の括弧内の値は、当該会計基準を適用する会社に占める割合を示している。

連結財務諸表の監査報告書において、収益認識に係る論点を対象とした KAM が記載され

た会社の業種別（業種別分類項目の大分類）の内訳は、以下のとおりである。
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業種別（大分類） 会社数（注 1） KAM の個数

水産・農林業 ― ―

鉱業 ― ―

建設業（注 2） 102 社（95%） 114 個

製造業（注 3） 226 社（23%） 237 個

電気・ガス業 8 社（38%）   8 個

運輸・情報通信業（注 4） 97 社（32%） 102 個

商業（注 5） 47 社（15%） 50 個

金融・保険業 4 社（ 3%）   4 個

不動産 11 社（22%） 11 個

サービス業 41 社（22%） 41 個

（注1） 表中の括弧内の値は、当該業種に属する会社に占める割合を示している。

（注2） 建設業に属する会社で収益認識に係る論点を対象とした KAM を記載しなかった

会社は 5 社14であった。

（注3） 中分類の業種別でみたとき、KAM の個数がもっとも多かったのは機械の 59 社（61

個）であった。

（注4） 中分類の業種別でみたとき、KAM の個数がもっとも多かったのは情報・通信業の

79 社（82 個）であった。

（注5） 中分類の業種別でみたとき、KAM の個数がもっとも多かったのは卸売業の 42 社

（45 個）であった。

また、連結財務諸表の監査報告書において収益認識に係る論点を対象とした KAM が記載

された会社のほとんどが、当該監査領域の KAM の記載は 1 個であったが、2 個記載された

会社が 29 社15、3 個記載された会社が 1 社16あった。

② KAM の内容

連結財務諸表の監査報告書において、収益認識に係る論点を対象とした KAM の主なもの

は、以下のとおりである。

ア．工事進行基準

工事進行基準を採用している会社においては、工事進行基準全般を論点とした KAM、工

事進捗度の基礎となる工事原価総額の見積り等を論点とした KAM、及び工事原価総額の見

                                                       
14 ㈱協和エクシオ、サンユー建設㈱、中小企業ホールディングス㈱、ミサワホーム中国

㈱、及び ITbook ホールディングス㈱
15 西松建設㈱、三菱電機㈱、宮地エンジニアリンググループ㈱ 他
16 東亜道路工業㈱
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積り等の関係で、工事損失引当金、受注工事損失引当金及び受注損失引当金の見積りを論点

とした KAM が記載されていた。

工事損失引当金及び受注工事損失引当金の見積りを論点とした KAM については、これら

の引当金を工事進行基準の KAM に含めて記載している事例17のほか、工事損失引当金を工

事進行基準とは別個の KAM として記載している事例18もあった。他方、受注損失引当金を

対象とした KAM の中で、原価総額の見積りに言及されている事例19があった。

イ．売上高の期間帰属

売上高の期間帰属に関連するものとして、売上計上が特定の時期に集中している事例20、

全部若しくは一部の売上計上プロセスを手作業で行っている事例21、委託販売等により実際

の売上と売上計上のための資料の入手にタイムラグがある事例22などがあった。

ウ．売上高の実在性／正確性

売上高の実在性に関連するものとして、卸売業において、商品が会社を経由せずに仕入れ

先から販売先に直送されるために、売上に関連する事実確認に注意を払う必要のある事例23

があった。

売上高の正確性に関連するものとして、同じ商品であったとしても、販売価格が時期や取

引先によって変動する事例24、取引量が多く、料金体系が多岐にわたっている事例25、取引

の入力の一部が手作業によっている事例26などがあった。

エ．工事進行基準以外の収益認識における会計上の見積り

日本基準を適用している会社で、2021 年 4 月 1 日以後開始する事業年度より原則適用さ

れた「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2018 年 3 月 30 日公表）（以下、

新収益認識会計基準という。）を早期適用したことに起因する KAM を記載した事例27があ

                                                       
17 大豊建設㈱、日本電設工業㈱、日本コンクリート工業㈱、㈱神鋼環境ソリューション、

㈱名村造船所 他
18 太平電業㈱、南海辰村建設㈱ 他
19 日工㈱、三菱電機㈱、都築電気㈱ 他

棚卸資産の評価に係る論点を対象としたKAMの中で、将来の損失の見積りに言及して
いる事例もあった。棚卸資産の評価において将来の損失の見積りに言及している事例につ

いては、「5. 棚卸資産の評価」でとりあげている。
20 テクマトリックス㈱、㈱アマダ、㈱滝澤鉄工所、第一実業㈱、㈱メンバーズ 他
21 丸三証券㈱、日本トランスシティ㈱、スターティアホールディングス㈱ 他
22 ㈱ＫＳＫ、日本出版貿易㈱ 他
23 ダイワボウホールディングス㈱、ＪＫホールディングス㈱、㈱キムラ 他
24 エバラ食品工業㈱、共英製鋼㈱ 他
25 西日本旅客鉄道㈱、大阪瓦斯㈱、㈱オリエンタルランド 他
26 雪印メグミルク㈱、㈱シンクロ・フード、㈱セブン銀行 他
27 ㈱日阪製作所、日新電機㈱、パルステック工業㈱、㈱島津製作所、コマニー㈱、岩谷産
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った。これらの事例においては、新収益認識会計基準においては会計上の見積りが重要とな

ることに加えて、新収益認識会計基準の適用初年度であることから、対応する内部統制の整

備・運用も初年度であること、新収益認識会計基準と現行基準の要求事項の差異が会社の連

結財務諸表に対して広範囲に影響することが想定されることなどが記載されていた。

また、IFRS を適用している会社で、は、IFRS 第 15 号「顧客との契約から生じる収益」

の適用に伴って資産化された契約コストの償却期間の見積り等において、高い不確実性と

経営者の判断が重要な影響を及ぼすことなどを記載した事例28があった。

オ．取引の複雑性／特殊性

取引の複雑性に関連するものとして、不動産業において、1 件当たりの売却額が多額であ

り、かつ個別性が高いという論点を KAM として記載している事例29があった。

また、取引の特殊性に関連するものとして、特定の取引先との循環取引を対象とした事例

30があった。

カ．その他

上記のほか、各社の個別の事情を考慮したものとして、以下の論点を対象とした事例があ

った。

 工事完成基準31

 売上値引32

 収益認識要件の充足33

 薬品事業の売上における単価誤り34

③ KAM と決定した理由

連結財務諸表の監査報告書における収益認識の監査領域において KAM と決定した理由

をまとめると、以下のようになる。

                                                       
業㈱、㈱アドウェイズ、㈱グリムス 他
28 ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、及び㈱プレミアムウォーターホールディングス
29 三井不動産㈱、三菱地所㈱、明和地所㈱、AMG ホールディングス㈱、及び㈱レーサム
30 横浜丸魚㈱
31 ㈱オーテック、特殊電極㈱、㈱誠建設工業、日本管財㈱ 他
32 ㈱ジェイ・エム・エス、㈱エフピコ 他
33 信越化学工業㈱
34 日本化学産業㈱
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KAM と決定した理由 KAM の個数（注）

不確実性又は経営者の判断 325 個（57%）

重要性 444 個（78%）

複雑性 80 個（14%）

通例でない取引   2 個（ 0%）

専門的な技能や知識 59 個（10%）

監査証拠の入手の難易度 10 個（ 2%）

内部統制の不備   1 個（ 0%）

（注）表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。なお、1 つ

の KAM について複数の決定理由を記載しているものがあるため、KAM の個数の合

計は、当該監査領域に識別された KAM の個数より多い。

KAM と決定した理由のうち、上位 2 つについて述べる。

「不確実性又は経営者の判断」を KAM と決定した理由に挙げている事例（325 個）をみ

ると、多くが「不確実性」及び「経営者の判断」の両方若しくは「不確実性」を単独で記載

していたが、「経営者の判断」を単独で記載している事例35もあった。

「重要性」を KAM と決定した理由に挙げている事例（444 個）をみると、その大半が「金

額的重要性」に関するものであったが、「個別取引の重要性」、「財務諸表全体への重要な影

響」、及び「質的重要性」に関するものもあった。

当該監査領域に識別された KAM の 255 個（45％）が「不確実性又は経営者の判断」及び

「重要性」の両方を KAM と決定した理由として記載していた。他方、「不確実性又は経営

者の判断」若しくは「重要性」のいずれも記載していなかった事例は、当該監査領域に識別

された KAM の 53 個（9%）であり、これらの事例については、「複雑性」が KAM と決定し

た理由として記載されていた。

また、連結財務諸表の監査報告書において収益認識に係る論点を対象とした KAM のう

ち、不正リスクに言及した事例が 6 個36（1%）あった。これらのうち、4 個は監査人が不正

リスクの要因となり得るものとして検討した項目についての説明であり、残りの 2 個は、不

正・不適切な会計処理は行われていないが、無形の財やサービスを取扱う業界の特質から不

正の隠蔽や共謀が行われるリスクが高いため、売上高の不適切な過大計上リスクへの対応

を KAM とした事例37、及び不正リスクがあることを KAM と決定した理由として記載して

いた事例38であった。

                                                       
35 永大化工㈱、日本電信電話㈱、バーチャレクス・ホールディングス㈱、㈱インフォネッ

ト 他
36 コムシスホールディングス㈱、菊水化学工業㈱、㈱セブン銀行、ネットワンシステムズ

㈱、及び JTP㈱
37 兼松エレクトロニクス㈱
38 JTP㈱
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④ 財務諸表の注記事項への参照

連結財務諸表の監査報告書において収益認識を対象とした KAM について、財務諸表の注

記事項への参照の有無、及び参照先をまとめると、以下のようになる。

注記事項への参照 KAM の個数（注 4）

注記事項への参照 有（注 1） 401 個（71%）

会計方針への参照 164 個（29%）

重要な会計上の見積りへの参照 173 個（31%）

上記以外の財務諸表の注記事項への参照（注 2） 142 個（25%）

注記事項への参照 無（注 3） 166 個（29%）

（注1） 1 つの KAM について複数の注記事項への参照を付したものがあるため、「注記事

項への参照 有」の内訳の KAM の個数合計は、「注記事項への参照 有」の個数より

多い。

（注2） 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、連結貸借対照表関係、連結損益

計算書関係、未適用の会計基準等、セグメント情報、追加情報などがあった。

（注3） 財務諸表の金額を記載しているものを含む。

（注4） 表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。

会計方針及び重要な会計上の見積りの両方への参照を付していた KAM が 78 個（14%）

あった。

⑤ 監査上の対応

連結財務諸表の監査報告書において収益認識に係る論点を対象とした KAM について、監

査上の対応をまとめると、以下のようになる。
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監査上の対応 KAM の個数（注）

内部統制の評価 511 個（90%）

経営者等への質問 396 個（70%）

分析的手続 208 個（37%）

記録や文書の評価 450 個（79%）

実査・立会 219 個（39%）

再計算・再実施 47 個（ 8%）

専門家の利用 49 個（ 9%）

構成単位の監査人の利用 52 個（ 9%）

（注）表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。なお、1 つ

の KAM について複数の監査上の対応を記載しているものがあるため、KAM の個数

の合計は、当該監査領域に識別された KAM の個数より多い。

経営者等への質問において、監査人が質問や協議を行った相手には、経営者のほか、経

理担当者／責任者、現場責任者／管理者、工事担当者／責任者／管理者、顧客や取引先な

どが記載されていた。

監査人が行った分析的手続として、趨勢分析、推移分析、感応度分析などが記載されて

いた。

記録や文書の評価として、監査人は、帳簿、証憑、契約書、見積書、稟議書、工程表な

どを対象に、閲覧、査閲、及び突合を行ったことが記載されていた。

実査・立会として、現場視察や現場での実査、実地棚卸の立会などを行ったことが記載

されていた。

上の表の専門家の利用は、監査人によるものに限定されている。監査人が利用した専門

家として、IT 専門家が記載されていた。

また、連結財務諸表の監査報告書において当該領域に識別された KAM（567 個）につい

て、「KAM と決定した理由」及び「監査上の対応」の関係をまとめると、以下のようにな

る。
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（注）表中の上段の値は該当する KAM の個数を、下段の値は当該監査領域に占める KAM

の割合を示している。なお、1 つの KAM について複数の KAM と決定した理由を記

載しているものがあるため、KAM の個数合計は、当該監査領域に識別された KAM の

個数より多い。

不確実性又は
経営者の判断

重要性 複雑性 通例でない取引
監査証拠の入手

の難易度
専門的な知識や

技能
内部統制の不備

299 401 71 2 7 55 1
53% 71% 13% 0% 1% 10% 0%
287 337 75 2 6 53 1
51% 59% 13% 0% 1% 9% 0%
140 181 42 1 6 33 ―
25% 32% 7% 0% 1% 6% ―
259 342 59 1 7 38 1
46% 60% 10% 0% 1% 7% 0%
80 86 24 ― ― 21 ―

14% 15% 4% ― ― 4% ―
30 30 9 ― 1 4 ―
5% 5% 2% ― 0% 1% ―
19 41 5 ― 2 6 ―
3% 7% 1% ― 0% 1% ―
41 41 8 ― 2 11 ―
7% 7% 1% ― 0% 2% ―

実査・立会

再計算・再実施

専門家の利用

構成単位の監査人

内部統制の評価

経営者等への質問

分析的手続

記録や文書の評価
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3. 繰延税金資産の評価

① KAM の識別

繰延税金資産の評価に係る論点を対象とした KAM である。連結財務諸表又は個別財務諸

表の監査報告書において、繰延税金資産の評価に係る論点を KAM の対象とした会社の数

（KAM の個数）は、それぞれ 351 社（351 個）及び 355 社（355 個）であった。

連結財務諸表と個別財務諸表の両方の監査報告書に繰延税金資産の評価に係る論点を対

象とした KAM が記載された事例のほとんどにおいて、連結財務諸表と個別財務諸表の監査

報告書におけるその記述に違いはなかった。

以下では、連結財務諸表の監査報告書において繰延税金資産の評価に係る論点を対象と

した KAM が記載された会社を対象に分析を行う。

連結財務諸表の監査報告書において繰延税金資産の評価に係る論点を対象とした KAM

が記載された会社が適用した会計基準別の内訳は以下のとおりである。

適用した会計基準 会社数（注） KAM の個数

日本基準 325 社（17%） 325 個

IFRS 24 社（16%） 24 個

US-GAAP 2 社（20%） 2 個

（注）表中の括弧内の値は、当該会計基準を適用する会社に占める割合を示している。

繰延税金資産の評価に係る論点を対象とした KAM が記載された会社の業種別（業種別分

類項目の大分類）の内訳は、以下のとおりである。
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業種別（大分類） 会社数（注 1） KAM の個数

水産・農林業 ― ―

鉱業 ― ―

建設業     1 社（ 1%）     1 個

製造業（注 2）   194 社（20%）   194 個

電気・ガス業     5 社（24%）     5 個

運輸・情報通信業（注 3）    54 社（18%）    54 個

商業    49 社（15%）    49 個

金融・保険業    16 社（11%）    16 個

不動産     2 社（ 4%） 2 個

サービス業    30 社（16%） 30 個

（注1） 表中の括弧内の値は、当該業種に属する会社に占める割合を示している。

（注2） 中分類の業種別でみたとき、KAM の個数がもっとも多かったのは電気機器の 39 社

（39 個）であった。

（注3） 中分類の業種別でみたとき、KAM の個数がもっとも多かったのは情報・通信業の

23 社（23 個）、次に陸運業の 22 社（22 個）であった。

② KAM の内容

連結財務諸表の監査報告書において、繰延税金資産の評価に係る論点を対象とした KAM

の中で、もっとも多かった KAM の小見出しが、「繰延税金資産の回収可能性」であり、「繰

延税金資産の回収可能性に関する判断」、「繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当

性」、「繰延税金資産の回収可能性の評価」などもあった。

連結納税主体に係る繰延税金資産の回収可能期間の評価に関する事例39があった。また、

繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性の評価の事例40があり、税務上の繰越欠損金に

係る繰延税金資産の金額を記載している事例41や多額の繰越欠損金が発生していることを

記載している事例42があった。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により、将来の課

税所得の見積りの不確実性が高いことを記載した事例43があった。

このほか、繰延税金資産の金額から控除した評価性引当額の金額が記載されている事例44

があった。US-GAAP を採用している 2 社45においては、繰延税金資産の帳簿価額について、

入手可能な証拠にもとづいて 50%超の可能性で回収可能性がないと考えられる場合、評価

                                                       
39 芝浦メカトロニクス㈱
40 RIZAP グループ㈱、㈱アイシン、フタバ産業㈱ 他
41 H.U.グループホールディングス㈱、南海電気鉄道㈱、㈱ＪＡＬＵＸ 他
42 アルプスアルパイン㈱、㈱三越伊勢丹ホールディングス 他
43 神鋼鋼線工業㈱、㈱加藤製作所、山陽電気鉄道㈱ 他
44 グンゼ㈱、京都機械工具㈱、シチズン時計㈱ 他
45 オムロン㈱、及びソニーグループ㈱
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性引当金の計上により減額することが要求されており、そのため繰延税金資産の回収可能

性に関連するあらゆる肯定的、及び否定的証拠を適切に検討することにより、繰延税金資産

に係る評価性引当金計上の要否が定期的に評価されているとの記載があった。

③ KAM と決定した理由

連結財務諸表の監査報告書における繰延税金資産の評価の監査領域において、KAM と決

定した理由をまとめると、以下のようになる。

KAM と決定した理由 KAM の個数（注）

不確実性又は経営者の判断 351 個（100%）

重要性 152 個（ 43%）

複雑性    8 個（ 2%）

通例でない取引 ―

専門的な技能や知識    3 個（ 1%）

監査証拠の入手の難易度    1 個（ 0%）

内部統制の不備 ―

（注）表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。なお、1 つ

の KAM について複数の決定理由を記載しているものがあるため、KAM の個数の合

計は、当該監査領域に識別された KAM の個数より多い。

KAM と決定した理由のうち、上位 2 つについて述べる。

「不確実性又は経営者の判断」を KAM と決定した理由に挙げている事例（351 個）にお

いては、「不確実性」及び「経営者の判断」の両方を記載している事例もあれば、「経営者の

判断」を単独で記載している事例 もあった。

「重要性」を KAM と決定した理由に挙げている事例（152 個）においては、その大半が

「金額的重要性」に関するものであったが、「財務諸表全体への重要な影響」に関するもの

もあった。

当該監査領域に識別された KAM の 152 個（43％）が「不確実性又は経営者の判断」、及

び「重要性」の両方を KAM と決定した理由として記載していた。

また、連結財務諸表の監査報告書において繰延税金資産の評価を KAM とした事例のう

ち、不正リスクに言及した事例はなかった。

④ 財務諸表の注記事項への参照

連結財務諸表の監査報告書において繰延税金資産の評価に係る論点を対象とした KAM

について、財務諸表への注記事項への参照の有無及び参照先をまとめると、以下のようにな

る。
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注記事項への参照 KAM の個数（注 3）

注記事項への参照 有 335 個（95%）

会計方針への参照   6 個（ 2%）

重要な会計上の見積りへの参照 202 個（58%）

上記以外の財務諸表の注記事項への参照（注 1） 127 個（36%）

注記事項への参照 無（注 2） 16 個（ 5%）

（注1） 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、税効果会計関係、追加情報など

があった。

（注2） 財務諸表の金額を記載しているものを含む。

（注3） 表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。

⑤ 監査上の対応

連結財務諸表の監査報告書において繰延税金資産の評価に係る論点を対象とした KAM

について、監査上の対応をまとめると、以下のようになる。

監査上の対応 KAM の個数（注）

内部統制の評価 211 個（60%）

経営者等への質問 307 個（87%）

分析的手続 182 個（52%）

記録や文書の評価 144 個（41%）

実査・立会 ―

再計算・再実施 20 個（ 6%）

専門家の利用 50 個（14%）

構成単位の監査人の利用 8 個（ 2%）

（注）表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。なお、1 つ

の KAM について複数の監査上の対応を記載しているものがあるため、KAM の個数

の合計は、当該監査領域に識別された KAM の個数より多い。

経営者等への質問において、監査人が質問や協議を行った相手には、経営者のほか、経

理担当者／責任者、関連部署の担当者／責任者、営業責任者などが記載されていた。

監査人が行った分析的手続として、趨勢分析、推移分析、感応度分析、比較分析などが

記載されていた。

記録や文書の評価として、監査人は、取締役会の議事録、会計帳簿、根拠資料、契約

書、稟議書、事業計画、提案書、鑑定書などを対象に、閲覧、査閲、及び突合を行ったこ

とが記載されていた。
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上の表の専門家の利用は、監査人によるものに限定されている。監査人が利用した専門

家として、会計や税務の専門家及びアクチュアリーが記載されていた。

また、連結財務諸表の監査報告書において当該領域に識別された KAM（351 個）につい

て、「KAM と決定した理由」及び「監査上の対応」の関係をまとめると、以下のようになる。

（注）表中の上段の値は該当する KAM の個数を、下段の値は当該監査領域に占める KAM

の割合を示している。なお、1 つの KAM について複数の KAM と決定した理由を記

載しているものがあるため、KAM の個数合計は、当該監査領域に識別された KAM の

個数より多い。

不確実性又は
経営者の判断

重要性 複雑性 通例でない取引
監査証拠の入手

の難易度
専門的な知識や

技能
内部統制の不備

211 107 5 ― 1 2 ―
60% 30% 1% ― 0% 1% ―
307 133 7 ― ― 2 ―
87% 38% 2% ― ― 1% ―
182 71 5 ― ― 2 ―
52% 20% 1% ― ― 1% ―
144 73 6 ― ― 1 ―
41% 21% 2% ― ― 0% ―
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ―
20 8 2 ― ― ― ―
6% 2% 1% ― ― ― ―
50 27 2 ― ― 1 ―

14% 8% 1% ― ― 0% ―
8 3 ― ― ― 1 ―

2% 1% ― ― ― 0% ―

内部統制の評価

経営者等への質問

分析的手続

記録や文書の評価

実査・立会

再計算・再実施

専門家の利用

構成単位の監査人
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4. 投融資の評価

① KAM の識別

投融資の評価に係る論点を対象とした KAM である。投資有価証券、関係会社株式、及び

非上場株式等の株式の評価に係る論点を対象とした KAM のほか、関係会社への出資金、貸

付金、及び関係会社投融資に対する貸倒引当金の見積り等に係る論点を対象とした KAM を

識別している。

連結財務諸表又は個別財務諸表の監査報告書において、投融資の評価に係る論点を対象

とした KAM が記載された会社の数（KAM の個数）は、それぞれ 68 社（68 個）及び 526 社

（536 個）であった。なお、個別財務諸表の監査報告書において、投融資の評価を KAM の

対象とした会社の数（KAM の個数）526 社（536 個）のうち、487 社（495 個）は関係会社

投融資の評価を KAM の対象としている。関係会社株式の評価は一般的に個別財務諸表に特

有の論点である。

以下では、連結財務諸表の監査報告書において投融資の評価に係る論点を対象とした

KAM が記載された会社を対象に分析を行う。

連結財務諸表の監査報告書において投融資の評価に係る論点を対象とした KAM が記載

された会社が適用した会計基準別の内訳は以下のとおりである。

適用した会計基準 会社数（注） KAM の個数

日本基準 56 社（ 3％） 56 個

IFRS 9 社（ 6％） 9 個

US-GAAP 3 社（30％） 3 個

（注）表中の括弧内の値は、当該会計基準を適用する会社に占める割合を示している。

連結財務諸表の監査報告書において、投融資の評価に係る論点を対象とした KAM を記載

した会社の業種別（業種別分類項目の大分類）の内訳は、以下のとおりである。
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業種別（大分類） 会社数（注 1） KAM の個数

水産・農林業 ― ―

鉱業   1 社（25%） 1 個

建設業（注 2） ― ―

製造業（注 3） 21 社（ 2%） 21 個

電気・ガス業 4 社（19%） 4 個

運輸・情報通信業（注 4） 11 社（ 4%） 11 個

商業（注 5） 9 社（ 3%） 9 個

金融・保険業 8 社（ 5%） 8 個

不動産   1 社（25%） 1 個

サービス業 13 社（ 7%） 13 個

（注1） 表中の括弧内の値は、当該業種に属する会社に占める割合を示している。

（注2） 中分類の業種別でみたとき、KAM の個数がもっとも多かったのは食料品の 6 社（6

個）であった。

（注3） 中分類の業種別でみたとき、KAM の個数がもっとも多かったのは情報・通信業の

10 社（10 個）であった。

（注4） 中分類の業種別でみたとき、KAM の個数がもっとも多かったのは卸売業 7 社（7

個）であった。

② KAM の内容

連結財務諸表の監査報告書において、投融資の評価に係る論点を対象とした KAM の主な

ものは、以下のとおりである。

ア．投資有価証券の減損

投融資の評価において経営者の判断が必要とされること、投融資先の実質価額の見積り

に不確実性を伴うことを決定理由に、投資有価証券の減損処理を KAM としている事例46が

多い。事例の中には、実際に当連結会計年度に減損処理を実施している事例47だけでなく、

検討の結果、減損処理を実施していない場合であってもその財務的重要性により KAM と

している事例48もあった。

                                                       
46 ㈱ニチレイ、丸文㈱、㈱ダブルスタンダード  他
47 東京瓦斯㈱、トッパン・フォームズ㈱、システム・ロケーション㈱ 他
48 ソースネクスト㈱
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イ．公正価値測定の合理性

IFRS、US-GAAP を使用している会社において、非上場株式の公正価値測定を KAM とし

ている事例49、投資ファンドへの投資残高への公正価値測定を KAM としている事例50があ

った。

ウ．その他

上記のほか、各社の個別の事情を考慮したものとして、以下の論点を対象とした事例があ

った。

 暗号資産の実在性及び評価51

＜参考＞

個別財務諸表の監査報告書において、関係会社投融資の評価に係る論点を対象としたKAM

の主なものは、以下のとおりである。

ア．関係会社株式・関係会社出資金の減損処理

関係会社株式若しくは関係会社出資金の減損処理の妥当性を KAM としている事例52、関

係会社株式と関係会社出資金両方の減損処理の妥当性を KAM としている事例53があった。

イ．関係会社に対する貸付金の評価の妥当性

関係会社に対する貸付金の評価の妥当性について、当該貸付金が貸倒懸念債権に分類さ

れている、貸付先の損益が悪化している等の理由で KAM としている事例54があった。また、

関係会社の減損処理と合わせて KAM としている事例55もあった。

③ KAM と決定した理由

連結財務諸表の監査報告書における投融資の評価の監査領域において KAM と決定した理

由をまとめると、以下のようになる。

                                                       
49 塩野義製薬㈱、及びアステリア㈱
50 オリックス㈱
51 ㈱リミックスポイント
52 ㈱秋川牧園、㈱永谷園ホールディングス、㈱ジェイエスピー 他
53 共和レザー㈱
54 ㈱寺岡製作所、日東工業㈱、三相電機㈱ 他
55 CB グループマネジメント㈱
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KAM と決定した理由 KAM の個数（注）

不確実性又は経営者の判断 68 個（100%）

重要性 49 個（ 72%）

複雑性 5 個（  7%）

通例でない取引 ―

専門的な技能や知識 6 個（  9%）

監査証拠の入手の難易度 ―

内部統制の不備 ―

（注）表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。なお、1 つ

の KAM について複数の決定理由を記載しているものがあるため、KAM の個数の合

計は、当該監査領域に識別された KAM の個数より多い。

KAM と決定した理由のうち、上位 2 つについて述べる。

「不確実性又は経営者の判断」を KAM と決定した理由に挙げている事例（68 個）をみる

と、多くが「不確実性」及び「経営者の判断」の両方若しくは「経営者の判断」を単独で記

載しており、「不確実性」を単独で記載している事例はなかった。

「重要性」を KAM と決定した理由に挙げている事例（49 個）をみると、その大半が「金

額的重要性」に関するものであったが、「財務諸表全体への重要な影響」、「質的重要性」に

関するものもあった。

なお、当該監査領域に識別されたすべての KAM が、「不確実性又は経営者の判断」若し

くは「重要性」のいずれかを KAM と決定した理由として記載しており、49 個（72％）は、

「不確実性又は経営者の判断」と「重要性」の両方を KAM として記載していた。

また、連結財務諸表の監査報告書において投融資の評価を KAM とした事例のうち、不正

リスクに言及した事例はなかった。

④ 財務諸表の注記事項への参照

連結財務諸表の監査報告書において投融資の評価を対象とした KAM について、財務諸表

の注記事項への参照の有無、及び参照先をまとめると、以下のようになる。
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注記事項への参照 KAM の個数（注 4）

注記事項への参照 有（注 1） 59 個（87%）

会計方針への参照 14 個（21%）

重要な会計上の見積りへの参照 39 個（57%）

上記以外の財務諸表の注記事項への参照（注 2） 11 個（16%）

注記事項への参照 無（注 3） 9 個（13%）

（注1） 1 つの KAM について複数の注記事項への参照を付したものがあるため、「注記事

項への参照 有」の内訳の KAM の個数合計は、「注記事項への参照 有」の個数より

多い。

（注2） 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、連結貸借対照表関係、追加情報

などがあった。

（注3） 財務諸表の金額を記載しているものを含む。

（注4） 表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。

会計方針及び重要な会計上の見積りの両方への参照を付していた KAM が 5 個（7%）あ

った。

⑤ 監査上の対応

連結財務諸表の監査報告書において投融資の評価に係る論点を対象とした KAM につい

て、監査上の対応をまとめると、以下のようになる。

監査上の対応 KAM の個数（注）

内部統制の評価 47 個（69%）

経営者等への質問 54 個（79%）

分析的手続 27 個（40%）

記録や文書の評価 41 個（60%）

実査・立会 2 個（ 3%）

再計算・再実施 5 個（ 7%）

専門家の利用 24 個（35%）

構成単位の監査人の利用 5 個（ 7%）

（注）表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。なお、1 つ

の KAM について複数の監査上の対応を記載しているものがあるため、KAM の個数

の合計は、当該監査領域に識別された KAM の個数より多い。
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経営者等への質問において、監査人が質問や協議を行った相手には、経営者のほか、経

理担当者／責任者、投資担当者／責任者、管理本部及び経営企画室責任者などが記載され

ていた。

監査人が行った分析的手続として、趨勢分析、推移分析、感応度分析、比較分析などが

記載されていた。

記録や文書の評価として、監査人は、取締役会や経営会議等の議事録、会計帳簿、根拠

資料、契約書、稟議書、事業計画、鑑定書などを対象に、閲覧、査閲、及び突合を行った

ことが記載されていた。

実査・立会として、現場視察や、暗号資産の期末残高についてのシステムからのデータ

抽出への立会が記載されていた。

上の表の専門家の利用は、監査人によるものに限定されている。監査人が利用した専門

家として、不動産評価の専門家、公正価値、企業価値評価の専門家などが記載されてい

た。

また、連結財務諸表の監査報告書において当該領域に識別された KAM（68 個）について、

「KAM と決定した理由」及び「監査上の対応」の関係をまとめると、以下のようになる。

（注）表中の上段の値は該当する KAM の個数を、下段の値は当該監査領域に占める KAM

の割合を示している。なお、1 つの KAM について複数の KAM と決定した理由を記

載しているものがあるため、KAM の個数合計は、当該監査領域に識別された KAM の

個数より多い。

不確実性又は
経営者の判断

重要性 複雑性 通例でない取引
監査証拠の入手

の難易度
専門的な知識や

技能
内部統制の不備

47 37 4 ― ― 6 ―
69% 54% 6% ― ― 9% ―
54 36 3 ― ― 3 ―

79% 53% 4% ― ― 4% ―
27 19 3 ― ― 2 ―

40% 28% 4% ― ― 3% ―
41 35 2 ― ― 4 ―

60% 51% 3% ― ― 6% ―
2 2 ― ― ― ― ―

3% 3% ― ― ― ― ―
5 2 ― ― ― ― ―

7% 3% ― ― ― ― ―
24 15 4 ― ― 4 ―

35% 22% 6% ― ― 6% ―
5 5 1 ― ― 1 ―

7% 7% 1% ― ― 1% ―

内部統制の評価

経営者等への質問

分析的手続

記録や文書の評価

実査・立会

再計算・再実施

専門家の利用

構成単位の監査人
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5. 棚卸資産の評価

① KAM の識別

棚卸資産の評価に係る論点を対象とした KAM である。連結財務諸表又は個別財務諸表の

監査報告書において、棚卸資産の評価に係る論点を KAM の対象とした会社の数（KAM の

個数）は、それぞれ 231 社（235 個）及び 226 社（226 個）であった。

連結財務諸表と個別財務諸表の両方の監査報告書に棚卸資産の評価に係る論点を対象と

した KAM が記載された事例のほとんどにおいて、連結財務諸表と個別財務諸表の監査報告

書におけるその記述に違いはなかった。

以下では、連結財務諸表の監査報告書において棚卸資産の評価に係る論点を対象とした

KAM が記載された会社を対象に分析を行う。

連結財務諸表の監査報告書において棚卸資産の評価に係る論点を対象とした KAM が記

載された会社が適用した会計基準別の内訳は以下のとおりである。

適用した会計基準 会社数（注） KAM の個数

日本基準 221 社（11%） 225 個

IFRS 10 社（ 7%） 10 個

US-GAAP ― ―

（注）表中の括弧内の値は、当該会計基準を適用する会社に占める割合を示している。

連結財務諸表の監査報告書において、棚卸資産の評価に係る論点を対象とした KAM が記

載された会社の業種別（業種別分類項目の大分類）の内訳は、以下のとおりである。
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業種別（大分類） 会社数（注 1） KAM の個数

水産・農林業     1 社（ 14%） 1 個

鉱業 ― ―

建設業     6 社（ 6%）     6 個

製造業（注 2）   134 社（14%）   136 個

電気・ガス業 ― ―

運輸・情報通信業（注 3）     10 社（ 3%）    11 個

商業（注 4）     48 社（15%）    48 個

金融・保険業      2 社（ 1%）     2 個

不動産     28 社（56%） 29 個

サービス業      2 社（ 1%） 2 個

（注1） 表中の括弧内の値は、当該業種に属する会社に占める割合を示している。

（注2） 中分類の業種別でみたとき、KAM の個数がもっとも多かったのは電気機器の 34 社

（34 個）であった。

（注3） 中分類の業種別でみたとき、KAM の個数がもっとも多かったのは情報・通信業の

9 社（9 個）であった。

（注4） 中分類の業種別でみたとき、KAM の個数がもっとも多かったのは卸売業の 39 社

（39 個）であった。

また、連結財務諸表の監査報告書に棚卸資産の評価に係る論点を対象とした KAM が記載

された会社のほとんどが、当該監査領域の KAM の記載は 1 個であったが、2 個記載された

会社が 4 社56あった。

② KAM の内容

連結財務諸表の監査報告書において、棚卸資産の評価に係る論点を対象とした KAM の中

で、もっとも多かった小見出しが「棚卸資産の評価」であり、「商品及び製品の評価」、「仕

掛品の評価」などもあった。

営業循環過程から外れた棚卸資産の評価についての事例57、長期滞留在庫の評価に関する

事例58、棚卸資産の評価と合わせて受注損失引当金に言及している事例59、棚卸資産の評価

方法の変更（会計方針の変更）による金額的影響が重要であることを記載した事例60があっ

た。

                                                       
56 ㈱石川製作所、小倉クラッチ㈱、野村不動産ホールディングス㈱、及び第一交通産業㈱
57 京都機械工具㈱、㈱ディスコ、前澤給装工業㈱ 他
58 ㈱シード、白銅㈱ 他
59 日本車輌製造㈱、㈱桜井製作所、ＴＤＣソフト㈱ 他
60 東邦化学工業㈱
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販売用不動産については、販売に至るまでが長期にわたり、その間、景気動向、金利変動、

不動産市況の変化等、様々な外部要因の影響を受けることから、経営者による仮定と判断を

伴うと記載されている事例61があった。

③ KAM と決定した理由

連結財務諸表の監査報告書における棚卸資産の評価の監査領域において、KAM と決定し

た理由をまとめると、以下のようになる。

KAM と決定した理由 KAM の個数（注）

不確実性又は経営者の判断 207 個（88%）

重要性 187 個（80%）

複雑性 16 個（ 7%）

通例でない取引 ―

専門的な技能や知識   5 個（ 2%）

監査証拠の入手の難易度 ―

内部統制の不備 ―

（注）表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。なお、1 つ

の KAM について複数の決定理由を記載しているものがあるため、KAM の個数の合

計は、当該監査領域に識別された KAM の個数より多い。

KAM と決定した理由のうち、上位 2 つについて述べる。

「不確実性又は経営者の判断」を KAM と決定した理由に挙げている事例（207 個）をみる

と、多くが「不確実性」及び「経営者の判断」の両方若しくは「経営者の判断」を単独で記

載していたが、「不確実性」を単独で記載している事例もあった。

「重要性」を KAM と決定した理由に挙げている事例（187 個）をみると、その大半が「金

額的重要性」に関するものであったが、「財務諸表全体への重要な影響」、「個別取引の重要

性」、及び「質的重要性」に関するものもあった。

当該監査領域に識別された KAM の 165 個（70％）が「不確実性又は経営者の判断」及び

「重要性」の両方を KAM と決定した理由として記載していた。他方、「不確実性又は経営

者の判断」若しくは「重要性」のいずれも記載していなかった事例は、当該監査領域に識別

された KAM の 6 個（3%）であった。

また、連結財務諸表の監査報告書において棚卸資産の評価に係る論点を KAM とした事例

のうち、不正リスクに言及した事例が 3 個62（1%）あった。これらのうち、2 個は監査人が

不正リスクの要因となり得るものとして検討した項目についての説明であったが、残りの 1
                                                       
61 ㈱プロスペクト、プロパティエージェント㈱、サンフロンティア不動産㈱ 他
62 滝沢ハム㈱、㈱ヤギ、及びマネックスグループ㈱
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個63は不適切な会計処理の要因の 1 つになったと記載していた。

④ 財務諸表の注記事項への参照

連結財務諸表の監査報告書において棚卸資産の評価に係る論点を対象とした KAM につ

いて、財務諸表への注記事項への参照の有無、及び参照先をまとめると、以下のようになる。

注記事項への参照 KAM の個数（注 4）

注記事項への参照 有（注 1） 202 個（86%）

会計方針への参照 65 個（28%）

重要な会計上の見積りへの参照 143 個（61%）

上記以外の財務諸表の注記事項への参照（注 2） 24 個（10%）

注記事項への参照 無（注 3） 33 個（14%）

（注1） 1 つの KAM について複数の注記事項への参照を付したものがあるため、「注記事

項への参照 有」の内訳の KAM の個数合計は、「注記事項への参照 有」の個数より

多い。

（注2） 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、連結貸借対照表関係、連結損益

計算書関係、追加情報などがあった。

（注3） 財務諸表の金額を記載しているものを含む。

（注4） 表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。

会計方針及び重要な会計上の見積りの両方への参照を付していた KAM が 30 個（13%）

あった。

⑤ 監査上の対応

連結財務諸表の監査報告書において棚卸資産の評価に係る論点を対象とした KAM につ

いて、監査上の対応をまとめると、以下のようになる。

                                                       
63 ㈱ヤギ
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監査上の対応 KAM の個数（注）

内部統制の評価 177 個（75%）

経営者等への質問 194 個（83%）

分析的手続 81 個（34%）

記録や文書の評価 126 個（54%）

実査・立会 33 個（14%）

再計算・再実施 47 個（20%）

専門家の利用 28 個（12%）

構成単位の監査人の利用 15 個（ 6%）

（注）表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。なお、1 つ

の KAM について複数の監査上の対応を記載しているものがあるため、KAM の個数

の合計は、当該監査領域に識別された KAM の個数より多い。

経営者等への質問において、監査人が質問や協議を行った相手には、経営者のほか、経

理担当者／責任者、営業担当者／責任者、販売責任者、取引先等の外部者などが記載され

ていた。

監査人が行った分析的手続として、趨勢分析、推移分析、感応度分析、比較分析などが

記載されていた。

記録や文書の評価として、監査人は、取締役会等の議事録、帳簿、証憑、契約書、見積

書、稟議書、根拠資料、工程表などを対象に、閲覧、査閲、及び突合を行ったことが記載

されていた。

実査・立会として、現場視察や現場での実査、実地棚卸の立会などを行ったことが記載

されていた。

上の表の専門家の利用は、監査人によるものに限定されている。監査人が利用した専門

家として、法律の専門家、不動産評価の専門家、IT 専門家などが記載されていた。

また、連結財務諸表の監査報告書において当該領域に識別された KAM（235 個）につい

て、「KAM と決定した理由」及び「監査上の対応」の関係をまとめると、以下のようになる。
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（注）表中の上段の値は該当する KAM の個数を、下段の値は当該監査領域に占める KAM

の割合を示している。なお、1 つの KAM について複数の KAM と決定した理由を記

載しているものがあるため、KAM の個数合計は、当該監査領域に識別された KAM の

個数より多い。

不確実性又は
経営者の判断

重要性 複雑性 通例でない取引
監査証拠の入手

の難易度
専門的な知識や

技能
内部統制の不備

154 144 10 ― ― 3 ―
66% 61% 4% ― ― 1% ―
175 154 14 ― ― 5 ―
74% 66% 6% ― ― 2% ―
67 64 9 ― ― 3 ―

29% 27% 4% ― ― 1% ―
112 98 11 ― ― 3 ―
48% 42% 5% ― ― 1% ―
24 26 6 ― ― 1 ―

10% 11% 3% ― ― 0% ―
44 34 5 ― ― 1 ―

19% 14% 2% ― ― 0% ―
20 24 3 ― ― 2 ―
9% 10% 1% ― ― 1% ―
13 9 3 ― ― ― ―
6% 4% 1% ― ― ― ―

専門家の利用

構成単位の監査人

内部統制の評価

経営者等への質問

分析的手続

記録や文書の評価

実査・立会

再計算・再実施
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6. 営業債権の評価

① KAM の識別

売掛金等の営業債権の評価及び営業債権に対する貸倒引当金の見積りに係る論点を対象

とした KAM である。連結財務諸表又は個別財務諸表の監査報告書において、営業債権の評

価（貸倒引当金を含む）に係る論点を対象とした KAM が記載された会社の数（KAM の個

数）は、それぞれ 152 社（154 個）及び 124 社（126 個）であった。

連結財務諸表と個別財務諸表の両方の監査報告書に営業債権の評価に係る論点を対象と

した KAM が記載された事例のほとんどにおいて、連結財務諸表と個別財務諸表の監査報告

書におけるその記述に違いはなかった。

以下では、連結財務諸表の監査報告書において営業債権の評価に係る論点を対象とした

KAM が記載された会社を対象に分析を行う。連結財務諸表の監査報告書において営業債権

の評価に係る論点を対象とした KAM を記載した会社が適用した会計基準別の内訳は以下

のとおりである。

適用した会計基準 会社数（注） KAM の個数

日本基準 146 社（ 8％） 148 個

IFRS    5 社（ 3％） 5 個

US-GAAP    1 社（10％） 1 個

（注）表中の括弧内の値は、当該会計基準を適用する会社に占める割合を示している。

連結財務諸表の監査報告書に営業債権の評価に係る論点を対象とした KAM が記載され

た会社の業種別（業種別分類項目の大分類）の内訳は、以下のとおりである。



34

業種別（大分類） 会社数（注 1） KAM の個数

水産・農林業 ― ―

鉱業 ― ―

建設業 ― ―

製造業（注 2） 20 社（ 2%）   20 個

電気・ガス業 ― ―

運輸・情報通信業   4 社（ 1%）    4 個

商業（注 3） 28 社（ 9%）   28 個

金融・保険業（注 4） 95 社（65%）   97 個

不動産 1 社（ 2%） 1 個

サービス業   4 社（ 2%） 4 個

（注1） 表中の括弧内の値は、当該業種に属する会社に占める割合を示している。

（注2） 中分類の業種別でみたとき、KAM の個数がもっとも多かったのは機械の 6 社（6

個）であった。

（注3） 中分類の業種別でみたとき、KAM の個数がもっとも多かったのは卸売業の 25 社

（25 個）であった。

（注4） 中分類の業種別でみたとき、もっとも多かったのは銀行業の 82 社（84 個）、次に

その他金融業の 12 社（12 個）であった。

また、連結財務諸表の監査報告書において営業債権の評価に係る論点を対象とした KAM

が記載された会社のほとんどが、当該監査領域の KAM の記載は 1 個であったが、2 個記載

された会社が 2 社64あった。

② KAM の内容

連結財務諸表の監査報告書において、営業債権の評価に係る論点を対象とした KAM の主

なものは、以下のとおりである。

ア．貸倒引当金算定の基礎となる債務者区分の判定

貸倒引当金算定の基礎となる債務者区分の判定を KAM として取り上げている事例65があ

り、KAM の小見出しで「債務者区分」という記載がある会社は、その他金融業の 2 社66を

除き、すべて銀行業であった。中には、中小企業の債務者区分の妥当性について KAM とし

ている事例67もあった。

                                                       
64 ㈱福島銀行、及び㈱東京きらぼしフィナンシャルグループ
65 ㈱千葉銀行、㈱秋田銀行、㈱名古屋銀行 他
66 信金中央金庫、ＮＥＣキャピタルソリューション㈱
67 ㈱中国銀行、㈱東和銀行 他
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イ．貸倒懸念債権等

貸倒懸念債権等については、貸倒見積高を算定する際に相手先の業績見通し、経営環境、

市場動向など不確実性の高い様々な要因を考慮することから、経営者による判断を伴うも

のとして、貸倒懸念債権等の評価を KAM としている事例68や貸倒懸念債権等に対する貸倒

引当金の見積りを KAM としている事例69があった。

ウ．その他

上記のほか、新型コロナウイルス感染症感染拡大による影響を踏まえた貸倒引当金の見

積りに関する事例70があった。

③ KAM と決定した理由

連結財務諸表の監査報告書における営業債権の評価の監査領域において、KAM と決定し

た理由をまとめると、以下のようになる。

KAM と決定した理由 KAM の個数（注）

不確実性又は経営者の判断 145 個（94%）

重要性 101 個（66%）

複雑性   8 個（ 5%）

通例でない取引 ―

専門的な技能や知識   7 個（ 5%）

監査証拠の入手の難易度   4 個（ 3%）

内部統制の不備 ―

（注）表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。なお、1 つ

の KAM について複数の決定理由を記載しているものがあるため、KAM の個数の合

計は、当該監査領域に識別された KAM の個数より多い。

KAM と決定した理由のうち、上位 2 つについて述べる。

「不確実性又は経営者の判断」を KAM と決定した理由に挙げている事例（145 個）におい

ては、「不確実性」及び「経営者の判断」の両方を記載している事例もあれば、「不確実性」

若しくは「経営者の判断」のいずれかを単独で記載している事例 もあった。

「重要性」を KAM と決定した理由に挙げている事例（101 個）においては、その大半が

「金額的重要性」に関するものであったが、「財務諸表全体への重要な影響」及び「個別取

                                                       
68 日和産業㈱
69 林兼産業㈱、㈱トーカイ 他
70 ㈱沖縄銀行、アイフル㈱、㈱東京きらぼしフィナンシャルグループ 他
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引の重要性」に関するものもあった。

当該監査領域に識別された KAM の 97 個（63％）が「不確実性又は経営者の判断」及び

「重要性」の両方を KAM と決定した理由として記載していた。他方、「不確実性又は経営

者の判断」若しくは「重要性」のいずれも記載していなかった事例は、当該監査領域に識別

された KAM のうち、5 個（3%）である。

また、連結財務諸表の監査報告書において営業債権の評価に係る論点を KAM とした事例

のうち、不正リスクに言及した事例はなかった。

④ 財務諸表の注記事項への参照

連結財務諸表の監査報告書において営業債権の評価に係る論点を対象とした KAM につ

いて、財務諸表への注記事項への参照の有無及び参照先をまとめると、以下のようになる。

注記事項への参照 KAM の個数（注 4）

注記事項への参照 有（注 1） 136 個（88%）

会計方針への参照 91 個（59%）

重要な会計上の見積りへの参照 111 個（72%）

上記以外の財務諸表の注記事項への参照（注 2） 7 個（ 5%）

注記事項への参照 無（注 3） 18 個（12%）

（注1） 1 つの KAM について複数の注記事項への参照を付したものがあるため、「注記事

項への参照 有」の内訳の KAM の個数合計は、「注記事項への参照 有」の個数より

多い。

（注2） 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、連結貸借対照表関係、追加情報

などがあった。

（注3） 財務諸表の金額を記載しているものを含む。

（注4） 表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。

会計方針及び重要な会計上の見積りの両方への参照を付していた KAM が 73 個（47%）

あった。

⑤ 監査上の対応

連結財務諸表の監査報告書において営業債権の評価に係る論点を対象とした KAM につ

いて、監査上の対応をまとめると、以下のようになる。
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監査上の対応 KAM の個数（注）

内部統制の評価 136 個（88%）

経営者等への質問 132 個（86%）

分析的手続 61 個（40%）

記録や文書の評価 129 個（84%）

実査・立会   2 個（ 1%）

再計算・再実施 18 個（12%）

専門家の利用 21 個（14%）

構成単位の監査人の利用   7 個（ 5%）

（注）表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。なお、1 つ

の KAM について複数の監査上の対応を記載しているものがあるため、KAM の個数

の合計は、当該監査領域に識別された KAM の個数より多い。

経営者等への質問において、監査人が質問や協議を行った相手には、経営者のほか、経

理部門／担当者、債権管理部門／責任者、営業責任者、取引先等の外部者などが記載され

ていた。

監査人が行った分析的手続として、趨勢分析、推移分析、比較分析などが記載されてい

た。

記録や文書の評価として、監査人は、取締役会等の議事録、帳簿、証憑、契約書、見積

書、稟議書、根拠資料などを対象に、閲覧、査閲、及び突合を行ったことが記載されてい

た。

実査・立会として、現場視察や信用情報の外部データベースからの取込処理の観察など

を行ったことが記載されていた。

上の表の専門家の利用は、監査人によるものに限定されている。監査人が利用した専門

家として、法律の専門家、不動産評価の専門家、統計に係る専門家、信用リスクの専門家

及び IT 専門家が記載されていた。

また、連結財務諸表の監査報告書において当該領域に識別された KAM（154 個）につい

て、「KAM と決定した理由」及び「監査上の対応」の関係をまとめると、以下のようになる。
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（注）表中の上段の値は該当する KAM の個数を、下段の値は当該監査領域に占める KAM

の割合を示している。なお、1 つの KAM について複数の KAM と決定した理由を記

載しているものがあるため、KAM の個数合計は、当該監査領域に識別された KAM の

個数より多い。

不確実性又は
経営者の判断

重要性 複雑性 通例でない取引
監査証拠の入手

の難易度
専門的な知識や

技能
内部統制の不備

130 92 5 ― 2 5 ―
84% 60% 3% ― 1% 3% ―
125 84 5 ― 4 7 ―
81% 55% 3% ― 3% 5% ―
56 38 2 ― 2 2 ―

36% 25% 1% ― 1% 1% ―
122 86 4 ― 3 6 ―
79% 56% 3% ― 2% 4% ―

2 1 ― ― ― ― ―
1% 1% ― ― ― ― ―
15 12 1 ― ― ― ―

10% 8% 1% ― ― ― ―
19 13 4 ― 4 4 ―

12% 8% 3% ― 3% 3% ―
7 3 2 ― 3 3 ―

5% 2% 1% ― 2% 2% ―

内部統制の評価

経営者等への質問

分析的手続

記録や文書の評価

実査・立会

再計算・再実施

専門家の利用

構成単位の監査人
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7. 債務の見積り

① KAM の識別

他の監査領域に識別されない引当金を含む、債務の見積りに係る論点を対象とした KAM

である。連結財務諸表又は個別財務諸表の監査報告書において、債務の見積りに係る論点を

KAM の対象とした会社の数（KAM の個数）は、それぞれ 88 社（90 個）及び 75 社（77 個）

であった。

連結財務諸表と個別財務諸表の両方の監査報告書に債務の見積りに係る論点を対象とし

た KAM が記載されている事例のほとんどにおいて、連結財務諸表と個別財務諸表の監査報

告書におけるその記述に違いはなかった。

以下では、連結財務諸表の監査報告書において債務の見積りに係る論点を対象とした

KAM が記載された会社を対象に分析を行う。

連結財務諸表の監査報告書において債務の見積りに係る論点を対象とした KAM が記載

された会社が適用した会計基準別の内訳は以下のとおりである。

適用した会計基準 会社数（注） KAM の個数

日本基準 70 社（ 4%） 71 個

IFRS 16 社（11%） 17 個

US-GAAP 2 社（20%） 2 個

（注）表中の括弧内の値は、当該会計基準を適用する会社に占める割合を示している。

連結財務諸表の監査報告書において、債務の見積りに係る論点を対象とした KAM が記載

された会社の業種別（業種別分類項目の大分類）の内訳は、以下のとおりである。
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業種別（大分類） 会社数（注 1） KAM の個数

水産・農林業 ― ―

鉱業 ― ―

建設業 2 社（ 2%）   2 個

製造業（注 2） 54 社（ 6%） 55 個

電気・ガス業 2 社（10%）   2 個

運輸・情報通信業 9 社（ 3%）   9 個

商業 5 社（ 2%）   5 個

金融・保険業 12 社（ 8%） 12 個

不動産 1 社（ 2%） 2 個

サービス業 3 社（ 2%） 3 個

（注1） 表中の括弧内の値は、当該業種に属する会社に占める割合を示している。

（注2） 中分類の業種別でみたとき、KAM の個数がもっとも多かったのは輸送用機器の 19

社（20 個）であった。

また、連結財務諸表の監査報告書において、債務の見積りに係る論点を対象とした KAM

が記載された会社のほとんどが、当該監査領域の KAM の記載個数は 1 個であったが、2 個

記載された会社が 2 社71あった。

② KAM の内容

連結財務諸表の監査報告書において、債務の見積りに係る論点を対象とした KAM の主な

ものは、以下のとおりである。

ア．法令等への違反や訴訟等に係る引当金に関する記載

独占禁止法関連損失引当金の見積りに関する事例72、競争法関連費用引当金の見積りに関

する事例73、製品点検費用引当金に関する事例74、訴訟による偶発損失引当金に関する事例

75、訴訟及びその他の法的手続に対する引当金の事例76があった。訴訟損失引当金に関する

KAM の事例 3 個77のうち、実際に訴訟損失引当金を計上している事例が 2 個、当該 KAM に

                                                       
71 ㈱デンソー、及び㈱レオパレス２１
72 ㈱デンソー、東邦ホールディングス㈱、㈱スズケン、及びアルフレッサホールディング

ス㈱
73 日本特殊陶業㈱
74 東亜ディーケーケー㈱
75 三井住友建設㈱
76 野村ホールディングス㈱
77 ㈱エーアンドエーマテリアル、㈱ノザワ、及び丸紅㈱
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係る訴訟損失引当金を認識していない事例が 1 個78あった。将来の利息返還の請求に備える

ため、過去の返還実績等を踏まえた返還額を見積り、利息返還損失引当金として計上してい

る事例79があった。

イ．製品保証引当金に関する記載

将来の製品保証費用の支払いに備えるため、その発生見込額を製品保証引当金として計

上する際の見積りを KAM の対象としている事例80があった。また、リコールに係る製品保

証引当金について言及している事例81があった。

ウ．その他

上記のほか、各社の個別の事情を考慮したものとして、以下の論点を対象とした事例があ

った。

 リコール等の市場措置に係る債務82

 支払備金の見積り83

 資産除去債務84

 リストラクチャリング引当金85

③ KAM と決定した理由

連結財務諸表の監査報告書における債務の見積りの監査領域において、KAM と決定した

理由をまとめると、以下のようになる。

                                                       
78 丸紅㈱
79 ㈱丸井グループ、㈱クレディセゾン、㈱新生銀行、アコム㈱、及びアイフル㈱
80 スタンレー電気㈱、西部電機㈱、㈱ユニバンス 他
81 ㈱東海理化電機製作所、日野自動車㈱、マツダ㈱ 他
82 いすゞ自動車㈱、トヨタ自動車㈱ 他
83 東京海上ホールディングス㈱、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス

㈱、㈱ドリームインキュベータ 他
84 ＴＡＣ㈱、及びさくらインターネット㈱
85 豊田合成㈱、及び日本板硝子㈱
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KAM と決定した理由 KAM の個数（注）

不確実性又は経営者の判断 86 個（96%）

重要性 45 個（50%）

複雑性 9 個（10%）

通例でない取引 ―

専門的な技能や知識 9 個（10%）

監査証拠の入手の難易度 2 個（ 2%）

内部統制の不備 ―

（注）表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。なお、1 つ

の KAM について複数の決定理由を記載しているものがあるため、KAM の個数の合

計は、当該監査領域に識別された KAM の個数より多い。

KAM と決定した理由のうち、上位 2 つについて述べる。

「不確実性又は経営者の判断」を KAM と決定した理由に挙げている事例（86 個）をみる

と、「不確実性」及び「経営者の判断」の両方を記載している事例もあれば、「不確実性」若

しくは「経営者の判断」のいずれかを単独で記載している事例もあった。

「重要性」を KAM と決定した理由に挙げている事例（45 個）をみると、その大半が「金

額的重要性」に関するものであったが、「質的重要性」及び「個別取引の重要性」に関する

ものもあった。

当該監査領域に識別された KAM の 45 個（50％）が「不確実性又は経営者の判断」及び

「重要性」の両方を KAM と決定した理由として記載していた。他方、「重要性」若しくは

「不確実性又は経営者の判断」のいずれも記載していなかった事例は、当該監査領域に識別

された KAM うち、4 個（4%）である。

また、連結財務諸表の監査報告書において債務の見積りに係る論点を KAM とした事例の

うち、不正リスクに言及した事例は 1 個86あったが、監査人が不正リスクの要因となり得る

ものとして検討した項目についての説明であった。

④ 財務諸表の注記事項への参照

連結財務諸表の監査報告書において債務の見積りに係る論点を対象とした KAM につい

て、財務諸表の注記事項への参照の有無及び参照先をまとめると、以下のようになる。

                                                       
86 マツダ㈱
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注記事項への参照 KAM の個数（注 4）

注記事項への参照 有（注 1） 77 個（86%）

会計方針への参照 17 個（19%）

重要な会計上の見積りへの参照 49 個（54%）

上記以外の財務諸表の注記事項への参照（注 2） 21 個（23%）

注記事項への参照 無（注 3） 13 個（14%）

（注1） 1 つの KAM について複数の注記事項への参照を付したものがあるため、「注記事

項への参照 有」の内訳の KAM の個数合計は、「注記事項への参照 有」の個数より

多い。

（注2） 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、連結貸借対照表関係、連結損益

計算書関係などがあった。

（注3） 財務諸表の金額を記載しているものを含む。

（注4） 表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。

会計方針及び重要な会計上の見積りの両方への参照を付していた KAM が 10 個（11%）

あった。

⑤ 監査上の対応

連結財務諸表の監査報告書において債務の見積りに係る論点を対象とした KAM につい

て、監査上の対応をまとめると、以下のようになる。

監査上の対応 KAM の個数（注）

内部統制の評価 67 個（74%）

経営者等への質問 75 個（83%）

分析的手続 28 個（31%）

記録や文書の評価 55 個（61%）

実査・立会 3 個（ 3%）

再計算・再実施 13 個（14%）

専門家の利用 16 個（18%）

構成単位の監査人の利用 9 個（10%）

（注）表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。なお、1 つ

の KAM について複数の監査上の対応を記載しているものがあるため、KAM の個数

の合計は、当該監査領域に識別された KAM の個数より多い。
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経営者等への質問において、監査人が質問や協議を行った相手には、経営者のほか、経

理部門／責任者、品質管理・品質保証部門の責任者、法務部門、債権管理部門、工務部責

任者、取引先等の外部者などが記載されていた。

監査人が行った分析的手続として、趨勢分析、推移分析、感応度分析、比較分析などが

記載されていた。

記録や文書の評価として、監査人は、取締役会等の議事録、帳簿、証憑、契約書、見積

書、稟議書、根拠資料、鑑定書、工程表などを対象に、閲覧、査閲、及び突合を行ったこ

とが記載されていた。

実査・立会として、現場視察を行ったことが記載されていた。

上の表の専門家の利用は、監査人によるものに限定されている。監査人が利用した専門

家として、法律の専門家及びアクチュアリーが記載されていた。

また、連結財務諸表の監査報告書において当該領域に識別された KAM（90 個）について、

「KAM と決定した理由」及び「監査上の対応」の関係をまとめると、以下のようになる。

（注）表中の上段の値は該当する KAM の個数を、下段の値は当該監査領域に占める KAM

の割合を示している。なお、1 つの KAM について複数の KAM と決定した理由を記

載しているものがあるため、KAM の個数合計は、当該監査領域に識別された KAM の

個数より多い。

不確実性又は
経営者の判断

重要性 複雑性 通例でない取引
監査証拠の入手

の難易度
専門的な知識や

技能
内部統制の不備

64 36 7 ― 1 4 ―
71% 40% 8% ― 1% 4% ―
73 39 8 ― 1 7 ―

81% 43% 9% ― 1% 8% ―
28 13 4 ― 2 7 ―

31% 14% 4% ― 2% 8% ―
52 31 5 ― ― 6 ―

58% 34% 6% ― ― 7% ―
2 1 1 ― ― ― ―

2% 1% 1% ― ― ― ―
11 5 1 ― ― ― ―

12% 6% 1% ― ― ― ―
16 9 3 ― 2 7 ―

18% 10% 3% ― 2% 8% ―
9 4 1 ― 1 1 ―

10% 4% 1% ― 1% 1% ―

専門家の利用

構成単位の監査人

内部統制の評価

経営者等への質問

分析的手続

記録や文書の評価

実査・立会

再計算・再実施
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8. 組織再編

① KAM の識別

当期（2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで）に実施された企業結合や分社化等の

組織再編、及び前期以前に実施された組織再編における配分手続等を当期に完了したもの

に係る論点を対象とした KAM である。

連結財務諸表又は個別財務諸表の監査報告書において、組織再編に係る論点を対象とし

た KAM が記載された会社の数（KAM の個数）は、それぞれ 89 社（92 個）及び 28 社（28

個）であった。

連結財務諸表と個別財務諸表の両方の監査報告書に組織再編に係る論点を対象とした

KAM が記載された事例のほとんどにおいて、連結財務諸表と個別財務諸表の監査報告書に

おけるその記述に違いはなかった。

以下では、連結財務諸表の監査報告書において組織再編に係る論点を対象とした KAM が

記載された会社を対象に分析を行う。

連結財務諸表の監査報告書において組織再編に係る論点を対象とした KAM が記載され

た会社が適用した会計基準別の内訳は以下のとおりである。

適用した会計基準 会社数（注） KAM の個数

日本基準 76 社（4％） 79 個

IFRS 13 社（9％） 13 個

US-GAAP ― ―

（注）表中の括弧内の値は、当該会計基準を適用する会社に占める割合を示している。

連結財務諸表の監査報告書において、組織再編に係る論点を対象とした KAM が記載され

た会社の業種別（業種別分類項目の大分類）の内訳は、以下のとおりである。
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業種別（大分類） 会社数（注 1） KAM の個数

水産・農林業 ― ―

鉱業 ― ―

建設業 5 社（5%） 5 個

製造業（注 2） 42 社（4%） 44 個

電気・ガス業 1 社（5%） 1 個

運輸・情報通信業（注 3） 17 社（6%） 17 個

商業 11 社（3%） 12 個

金融・保険業 4 社（3%） 4 個

不動産 2 社（4%） 2 個

サービス業 7 社（4%） 7 個

（注1） 表中の括弧内の値は、当該業種に属する会社に占める割合を示している。

（注2） 中分類の業種別でみたとき、KAM の個数がもっとも多かったのは化学の 6 社（6

個）であった。

（注3） 中分類の業種別でみたとき、KAM の個数がもっとも多かったのは情報・通信業の

11 社（11 個）であった。

また、連結財務諸表の監査報告書において組織再編に係る論点を対象とした KAM が記載

された会社のほとんどが、当該監査領域の KAM の記載は 1 個であったが、2 個記載された

会社が 3 社87あった。

② KAM の内容

連結財務諸表の監査報告書において、組織再編に係る論点を対象とした KAM の主なもの

は、以下のとおりである。

ア．取得対価配分の適切性

負ののれん発生益の算定の妥当性や、前年度に取得した企業・事業の暫定的な評価額を

当年度に確定した事例も含め、取得対価の資産・負債への配分の適切性を論点としている

事例88がもっとも多い。

イ．連結子会社化に伴う会計処理

会社にとって非経常的、重要な取引であるため、連結子会社化に伴う一連の会計処理を

KAM として記載している事例もあった。これら中には、（１）出資持分の追加取得、

（２）認識する技術資産への取得原価の配分、（３）認識する技術資産及びのれんの年度

                                                       
87 昭和産業㈱、㈱タダノ、及びＩＮＥＳＴ㈱
88 大東建託㈱、積水化学工業㈱、大和自動車交通㈱ 他
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末における減損の兆候の有無、のように一連の会計処理の内訳を明示している事例89もあ

った。

ウ．事業整理等に関する損失

事業分離や事業再生によって発生した損失の金額的な大きさや、清算損失を算定するた

めの資産・負債の時価が不確実性を伴う重要な会計上の見積りであることから KAM とし

て記載している事例90があった。

エ．その他

上記のほか、各社の個別の事情を考慮したものとして、以下の論点を対象とした事例があ

った。

 持分法適用時の会計処理91

③ KAM と決定した理由

連結財務諸表の監査報告書における組織再編の監査領域において、KAM と決定した理由

をまとめると、以下のようになる。

KAM と決定した理由 KAM の個数（注）

不確実性又は経営者の判断 61 個（66%）

重要性 62 個（67%）

複雑性 17 個（18%）

通例でない取引 13 個（14%）

専門的な技能や知識 43 個（47%）

監査証拠の入手の難易度 ―

内部統制の不備 ―

（注）表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。なお、1 つ

の KAM について複数の決定理由を記載しているものがあるため、KAM の個数の合

計は、当該監査領域に識別された KAM の個数より多い。

KAM と決定した理由のうち、上位 2 つについて述べる。

「重要性」を KAM と決定した理由に挙げている事例（62 個）をみると、多くが「金額的

重要性」に関するものであったが、「財務諸表全体への重要な影響」、「個別取引の重要性」

に関するものもあった。

                                                       
89 ㈱ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ
90 フクシマガリレイ㈱、㈱ワールド 他
91 ㈱ノジマ
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「不確実性又は経営者の判断」（61 個）をみると、「不確実性」及び「経営者の判断」の両

方若しくは「経営者の判断」を単独で記載しており、「不確実性」を単独で記載している事

例はなかった。

なお、当該監査領域に識別された KAM の 40 個（43％）が、「重要性」と「不確実性又は

経営者の判断」の両方を KAM として記載していた。他方、「不確実性又は経営者の判断」

若しくは「重要性」のいずれも記載していなかった事例については、「複雑性」、「通例では

ない取引」、「専門的な技能や知識」が KAM と決定した理由として記載されていた。

また、連結財務諸表の監査報告書において組織再編を KAM とした事例のうち、不正リス

クに言及した事例はなかった。

④ 財務諸表の注記事項への参照

連結財務諸表の監査報告書において組織再編を対象とした KAM について、財務諸表の注

記事項への参照の有無、及び参照先をまとめると、以下のようになる。

注記事項への参照 KAM の個数（注 3）

注記事項への参照 有 82 個（89%）

会計方針への参照 4 個（ 4%）

重要な会計上の見積りへの参照 14 個（15%）

上記以外の財務諸表の注記事項への参照（注 1） 64 個（70%）

注記事項への参照 無（注 2） 10 個（11%）

（注 1）企業結合関係、連結損益計算書関係、セグメント情報、追加情報などがあった。

（注 2）財務諸表の金額を記載しているものを含む。

（注 3）表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。

⑤ 監査上の対応

連結財務諸表の監査報告書において組織再編に係る論点を対象とした KAM について、監

査上の対応をまとめると、以下のようになる。



49

監査上の対応 KAM の個数（注）

内部統制の評価 39 個（42%）

経営者等への質問 81 個（88%）

分析的手続 43 個（47%）

記録や文書の評価 71 個（77%）

実査・立会 4 個（ 4%）

再計算・再実施 10 個（11%）

専門家の利用 51 個（55%）

構成単位の監査人の利用 11 個（12%）

（注）表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。なお、1 つ

の KAM について複数の監査上の対応を記載しているものがあるため、KAM の個数

の合計は、当該監査領域に識別された KAM の個数より多い。

経営者等への質問において、監査人が質問や協議を行った相手には、結合当事企業の経

営者、企業結合の責任者、経理責任者／担当者などが記載されていた。

監査人が行った分析的手続として、趨勢分析、推移分析、感応度分析、比較分析などが

記載されていた。

記録や文書の評価として、監査人は、取締役会等の議事録、財務デューデリジェンス報

告書、帳簿、証憑、契約書、稟議書、根拠資料などを対象に、閲覧、査閲、及び突合を行

ったことが記載されていた。

実査・立会として、企業結合日の財務諸表項目についての実査や、実地棚卸の立会など

を行ったことが記載されていた。

上の表の専門家の利用は、監査人によるものに限定されている。監査人が利用した専門

家として、不動産評価の専門家、公正価値評価の専門家及び企業価値評価の専門家が記載

されていた。

また、連結財務諸表の監査報告書において当該領域に識別された KAM（92 個）について、

「KAM と決定した理由」及び「監査上の対応」の関係をまとめると、以下のようになる。
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（注）表中の上段の値は該当する KAM の個数を、下段の値は当該監査領域に占める KAM

の割合を示している。なお、1 つの KAM について複数の KAM と決定した理由を記

載しているものがあるため、KAM の個数合計は、当該監査領域に識別された KAM の

個数より多い。

不確実性又は
経営者の判断

重要性 複雑性 通例でない取引
監査証拠の入手

の難易度
専門的な知識や

技能
内部統制の不備

30 27 9 3 ― 21 ―
33% 29% 10% 3% ― 23% ―
54 57 15 10 ― 41 ―

59% 62% 16% 11% ― 45% ―
30 28 7 4 ― 26 ―

33% 30% 8% 4% ― 28% ―
43 50 14 13 ― 34 ―

47% 54% 15% 14% ― 37% ―
1 3 ― 2 ― ― ―

1% 3% ― 2% ― ― ―
8 9 3 2 ― 4 ―

9% 10% 3% 2% ― 4% ―
42 33 10 8 ― 35 ―

46% 36% 11% 9% ― 38% ―
5 8 3 2 ― 5 ―

5% 9% 3% 2% ― 5% ―

内部統制の評価

経営者等への質問

分析的手続

記録や文書の評価

実査・立会

再計算・再実施

専門家の利用

構成単位の監査人
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9. 継続企業の前提

① KAM の識別

監査報告書の「継続企業の前提に関する重要な不確実性」の区分に記載された「継続企業

の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提

に関する重要な不確実性が認められる事項」以外で、継続企業の前提に係る論点を対象とし

た KAM である。監査報告書において「継続企業の前提に関する重要な不確実性」が記載さ

れている会社は、14 社（連結財務諸表作成の 11 社92、及び個別財務諸表のみ作成の 3 社93）

であったが、これらの会社の監査報告書に記載された KAM はすべて「継続企業の前提」以

外の論点94であった。なお、早期適用事例においては、監査報告書の「継続企業の前提に関

する重要な不確実性」や継続企業の前提に係る論点を対象とした KAM はなかった。

連結財務諸表又は個別財務諸表の監査報告書において、継続企業の前提に係る論点を対

象とした KAM が記載された会社の数（KAM の個数）は、それぞれ 25 社（25 個）、及び 40

社（40 個）であった。

連結財務諸表と個別財務諸表の両方の監査報告書に継続企業の前提に係る論点を対象と

した KAM が記載された事例のほとんどにおいて、連結財務諸表と個別財務諸表の監査報告

書におけるその記述に違いはなかった。

以下では、連結財務諸表の監査報告書において継続企業の前提に係る論点を対象とした

KAM が記載された会社を対象に分析を行う。

連結財務諸表の監査報告書において継続企業の前提に係る論点を対象とした KAM が記

載された会社が適用した会計基準別の内訳は以下のとおりである。

適用した会計基準 会社数（注） KAM の個数

日本基準 23 社（1％） 23 個

IFRS 2 社（1％） 2 個

US-GAAP ― ―

（注）表中の括弧内の値は、当該会計基準を適用している会社に占める割合を示している。

連結財務諸表の監査報告書において、継続企業の前提に係る論点を対象とした KAM が記

載された会社の業種別（業種別分類項目の大分類）の内訳は、以下のとおりである。

                                                       
92 ２１ＬＡＤＹ㈱、㈱ヴィア・ホールディングス、ニッコー㈱、サンデンホールディング

ス㈱、㈱ひらまつ、ＧＦＡ㈱、玉井商船㈱、アジア開発キャピタル㈱、ウィルソン・ラー

ニングワールドワイド㈱、㈱ソフトフロントホールディングス、及び㈱ジャパンディスプ

レイ
93 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン㈱、㈱フルッタフルッタ、及び㈱海帆
94 連結財務諸表作成の 11 社（14 個）の監査報告書に記載された KAM の監査領域は、固

定資産の評価 7 社（8 個）、収益認識 2 社（2 個）、棚卸資産の評価 1 社（1 個）、組織再編

1 社（1 個）、関連当事者取引 1 社（1 個）、及びその他の監査領域 1 社（1 個）であった。
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業種別（大分類） 会社数（注 1） KAM の個数

水産・農林業 ― ―

鉱業 ― ―

建設業 ― ―

製造業（注 2） 11 社（1%） 11 個

電気・ガス業 ― ―

運輸・情報通信業（注 3） 2 社（1%）   2 個

商業（注 4） 3 社（1%）   3 個

金融・保険業（注 5） 2 社（1%）   2 個

不動産 1 社（2%） 1 個

サービス業 6 社（3%） 6 個

（注1） 表中の括弧内の値は、当該業種に属する会社に占める割合を示している。

（注2） 中分類の業種別でみたとき、KAM の個数がもっとも多かったのは繊維製品95と輸

送用機器96でともに 3 社（3 個）である。

（注3） 中分類の業種別でみたとき、2 社はともに情報・通信業97である。

（注4） 中分類の業種別でみたとき、3 社はいずれも小売業98である。

（注5） 中分類の業種別でみたとき、2 社はともに証券、商品先物取引業99である。

② KAM の内容

連結財務諸表の監査報告書において、継続企業の前提に係る論点を対象とした KAM

は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況はあるものの、重要な

不確実性が無いと判断された事例が主であった。しかし、中には、継続企業の前提に関す

る重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在していないと会社は判断しているが

当連結会計年度を通じて当該重要な疑義を生じさせるような状況の解消に向けた会社の対

応状況等について、監査人として慎重な評価が求められたと記載している事例100、外形的

には継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しているが、実質

的には継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況ではないと会社は評価

しているとする事例101があった。なお、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」があ

る場合には、KAM ではなく「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に記載されるこ

                                                       
95 北日本紡績㈱、倉庫精練㈱、及び山喜㈱
96 ㈱三井 E&S ホールディングス、㈱名村造船所、及び㈱ジャムコ
97 パス㈱、及び㈱ディー・エル・イー
98 ㈱木曽路、チムニー㈱、及び夢展望㈱
99 Ｏａｋキャピタル㈱、及び㈱小林洋行
100 ㈱フジクラ
101 Ｏａｋキャピタル㈱
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ととなっている。

KAM に記載されている内容で、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象

または状況としては、債務超過102、財務制限条項への抵触103、営業損失、及び営業キャッ

シュ・フローが連続してマイナス104、新型コロナウイルス感染症の影響による売上高の著

しい減少、重要な営業損失、及び当期純損失の計上105などがあった。

また、「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」が存在すると判

断した理由とそれに対して会社が講じる対応策、継続企業の前提に関する事項を連結財務

諸表に注記する必要はないと判断した背景を記載し、重要な仮定の列挙を行っている KAM

の事例106があった。

③ KAM と決定した理由

連結財務諸表の監査報告書における継続企業の前提の監査領域に識別された KAM はす

べて「不確実性又は経営者の判断」を KAM と決定した理由に掲げるとともに、上述した継

続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況について記載している。それ

ゆえ、当該監査領域において、KAM と決定した理由について、他の監査領域と同じ尺度で

の分類をしていない。

④ 財務諸表の注記事項への参照

連結財務諸表の監査報告書において継続企業の前提を対象とした KAM について、財務諸

表の注記事項への参照の有無、及び参照先をまとめると、以下のようになる。

注記事項への参照 KAM の個数（注 3）

注記事項への参照 有 15 個（60%）

会計方針への参照 ―

重要な会計上の見積りへの参照 1 個（ 4%）

上記以外の財務諸表の注記事項への参照（注 1） 14 個（56%）

注記事項への参照 無（注 2） 10 個（40%）

（注1） 連結貸借対照表関係、連結損益計算書関係、追加情報などがあった。

（注2） 財務諸表の金額を記載しているものを含む。

（注3） 表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。

                                                       
102 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス㈱、タメニー㈱ 他
103 RIZAP グループ㈱、三菱製鋼㈱、ワシントンホテル㈱ 他
104 北日本紡績㈱、倉庫精練㈱ 他
105 ㈱木曽路、山喜㈱、ＫＮＴ－ＣＴホールディングス㈱ 他
106 ㈱三井 E&S ホールディングス、RIZAP グループ㈱ 他
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⑤ 監査上の対応

連結財務諸表の監査報告書において継続企業の前提に係る論点を対象とした KAM につ

いて、監査上の対応をまとめると、以下のようになる。

監査上の対応 KAM の個数（注）

内部統制の評価 2 個（ 8%）

経営者等への質問 24 個（96%）

分析的手続 10 個（40%）

記録や文書の評価 17 個（68%）

実査・立会 3 個（12%）

再計算・再実施 2 個（ 8%）

専門家の利用 1 個（ 4%）

構成単位の監査人の利用 ―

（注）表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。なお、1 つ

の KAM について複数の監査上の対応を記載しているものがあるため、KAM の個数

の合計は、当該監査領域に識別された KAM の個数より多い。

経営者等への質問において、監査人が質問や協議を行った相手には、経営者のほか、財

務経理部門の責任者、金融機関、会社の顧問弁護士などが記載されていた。

監査人が行った分析的手続として、趨勢分析及び比率分析、比較分析などが記載されて

いた。

記録や文書の評価として、監査人は、取締役会、監査役会や監査等委員会及び株主総会

等の議事録、事業計画や経営計画、契約書、根拠資料、工程表などを対象に、閲覧、査

閲、及び突合を行ったことが記載されていた。

実査・立会として、工場や工事の現場を視察したこと、会社と金融機関との協議会に出

席し、会議の実施状況を観察したことが記載されていた。

上の表の専門家の利用は、監査人によるものに限定されている。監査人が利用した専門家

として、内部専門家が記載されていた。

また、連結財務諸表の監査報告書において当該領域に識別された KAM（25 個）について、

「KAM と決定した理由」及び「監査上の対応」の関係をまとめると、以下のようになる。
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（注）表中の上段の値は該当する KAM の個数を、下段の値は当該監査領域に占める KAM

の割合を示している。なお、1 つの KAM について複数の KAM と決定した理由を記

載しているものがあるため、KAM の個数合計は、当該監査領域に識別された KAM の

個数より多い。

不確実性又は
経営者の判断

重要性 複雑性 通例でない取引
監査証拠の入手

の難易度
専門的な知識や

技能
内部統制の不備

2 1 1 ― ― 1 ―
8% 4% 4% ― ― 4% ―
23 7 1 ― 1 1 ―

92% 28% 4% ― 4% 4% ―
10 3 1 ― ― 1 ―

40% 12% 4% ― ― 4% ―
16 4 1 ― 1 1 ―

64% 16% 4% ― 4% 4% ―
3 ― ― ― 1 ― ―

12% ― ― ― 4% ― ―
2 1 ― ― ― ― ―

8% 4% ― ― ― ― ―
1 ― ― ― ― ― ―

4% ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ―

専門家の利用

構成単位の監査人

内部統制の評価

経営者等への質問

分析的手続

記録や文書の評価

実査・立会

再計算・再実施
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10．IT システムの評価

① KAM の識別

IT システムの評価に係る論点を対象とした KAM であり、早期分析レポートと同様であ

る。

連結財務諸表又は個別財務諸表の監査報告書において、IT システムの評価に係る論点を

対象とした KAM が記載された会社の数（KAM の個数）は、それぞれ 22 社（22 個）及び

20 社（20 個）であった。

連結財務諸表と個別財務諸表の両方の監査報告書に IT システムの評価に係る論点を対象

とした KAM が記載された事例のほとんどにおいて、連結財務諸表と個別財務諸表の監査報

告書におけるその記述に違いはなかった。

以下では、連結財務諸表の監査報告書において IT システムの評価に係る論点を対象とし

た KAM が記載された会社を対象に分析を行う。

連結財務諸表の監査報告書において IT システムの評価に係る論点を対象とした KAM が

記載された会社が適用した会計基準別の内訳は以下のとおりである。

適用した会計基準 会社数（注） KAM の個数

日本基準 18 社（1％） 18 個

IFRS 4 社（3％） 4 個

US-GAAP ― ―

（注）表中の括弧内の値は、当該会計基準を適用する会社に占める割合を示している。

連結財務諸表の監査報告書において、IT システムの評価に係る論点を対象とした KAM が

記載された会社の業種別（業種別分類項目の大分類）の内訳は、以下のとおりである。
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業種別（大分類） 会社数（注 1） KAM の個数

水産・農林業 ― ―

鉱業 ― ―

建設業 ― ―

製造業 2 社（0%） 2 個

電気・ガス業 1 社（5%） 1 個

運輸・情報通信業 6 社（2%） 6 個

商業 4 社（1%） 4 個

金融・保険業（注 2） 5 社（3%） 5 個

不動産 1 社（2%） 1 個

サービス業 3 社（2%） 3 個

（注1） 表中の括弧内の値は、当該業種に属する会社に占める割合を示している。

（注2） 中分類の業種別でみたとき、KAM の個数がもっとも多かったのは、証券、商品先

物取引業の 4 社（4 個）であった。

② KAM の内容

連結財務諸表の監査報告書において、IT システムの評価に係る論点を対象とした KAM の

主なものは、以下のとおりである。

ア．収益計上に関する IT システムの信頼性

IT システムを評価の対象とした事例の大半が、収益計上に関する IT システムの信頼性に

関連するものである。これらの事例107では、IT システムが主要事業を行う上での基盤とな

っており、その信頼性が売上高または営業収益に大きな影響を及ぼすことが記述されてい

る。

イ．新 IT システムへの移行・稼働

新 IT システムへの移行・稼働に関連する事例108では、新 IT システムへの移行に伴う各種

マスターの再設定作業等を誤った場合、財務会計上の数値が反復・継続的に誤って処理・報

告されてしまうことや、新 IT システムが適切に稼働しない場合、システムから得られる財

務情報の信頼性が失われることが記述されている。

                                                       
107 大黒屋ホールディングス㈱、トレイダーズホールディングス㈱、ＳＧホールディング

ス㈱ 他
108 スズキ㈱、ＯＣＨＩホールディングス㈱、ヴィスコ・テクノロジーズ㈱ 他
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ウ．その他

上記のほか、各社の個別の事情を考慮したものとして、以下の論点を対象とした事例があ

った。

 契約管理システムに係る売掛金及び前受金残高の正確性109

③ KAM と決定した理由

連結財務諸表の監査報告書における IT システムの評価の監査領域において KAM と決定

した理由をまとめると、以下のようになる。

KAM と決定した理由 KAM の個数（注）

不確実性又は経営者の判断 1 個（ 5%）

重要性 17 個（77%）

複雑性 3 個（14%）

通例でない取引 ―

専門的な技能や知識 3 個（14%）

監査証拠の入手の難易度 ―

内部統制の不備 ―

（注）表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。なお、1 つ

の KAM について複数の決定理由を記載しているものがあるため、KAM の個数の合

計は、当該監査領域に識別された KAM の個数より多い。

KAM と決定した理由のうち、もっとも多かった「重要性」（17 個）をみると、多くが「金

額的重要性」に関するものであった。

また、「重要性」を記載していた事例のうち、多くは「重要性」を単独で KAM と決定し

た理由として記載していたが、「複雑性」若しくは「専門的な技能や知識」とあわせて記載

していた事例もあった。

なお、連結財務諸表の監査報告書において ITシステムの評価をKAMとした事例のうち、

不正リスクに言及した事例はなかった。

④ 財務諸表の注記事項への参照

連結財務諸表の監査報告書において IT システムの評価を対象とした KAM について、財

務諸表の注記事項への参照の有無、及び参照先をまとめると、以下のようになる。

                                                       
109 RIZAP グループ㈱



59

注記事項への参照 KAM の個数（注 3）

注記事項への参照 有 11 個（50%）

会計方針への参照 2 個（ 9%）

重要な会計上の見積りへの参照 ―

上記以外の財務諸表の注記事項への参照（注 1） 9 個（41%）

注記事項への参照 無（注 2） 11 個（50%）

（注 1）セグメント情報があった。

（注 2）財務諸表の金額を記載しているものを含む。

（注 3）表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。

⑤ 監査上の対応

連結財務諸表の監査報告書において IT システムの評価に係る論点を対象とした KAM に

ついて、監査上の対応をまとめると、以下のようになる。

監査上の対応 KAM の個数（注）

内部統制の評価 17 個（77%）

経営者等への質問 9 個（41%）

分析的手続 4 個（18%）

記録や文書の評価 11 個（50%）

実査・立会 ―

再計算・再実施 9 個（41%）

専門家の利用 16 個（73%）

構成単位の監査人の利用 1 個（ 5%）

（注）表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。なお、1 つ

の KAM について複数の監査上の対応を記載しているものがあるため、KAM の個数

の合計は、当該監査領域に識別された KAM の個数より多い。

経営者等への質問において、監査人が質問や協議を行った相手には、システム担当者／

管理者、IT 責任者などが記載されていた。

監査人が行った分析的手続として、売上趨勢分析や粗利分析などが記載されていた。

記録や文書の評価として、監査人は、取締役会等の議事録、設計書、仕様書、証憑、契

約書などを対象に、閲覧、査閲、及び突合を行ったことが記載されていた。

上の表の専門家の利用は、監査人によるものに限定されている。監査人が利用した専門

家として、IT 専門家が記載されていた。

また、連結財務諸表の監査報告書において当該領域に識別された KAM（22 個）について、

「KAM と決定した理由」及び「監査上の対応」の関係をまとめると、以下のようになる。
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（注）表中の上段の値は該当する KAM の個数を、下段の値は当該監査領域に占める KAM の

割合を示している。なお、1 つの KAM について複数の KAM と決定した理由を記載して

いるものがあるため、KAM の個数合計は、当該監査領域に識別された KAM の個数より

多い。

不確実性又は
経営者の判断

重要性 複雑性 通例でない取引
監査証拠の入手

の難易度
専門的な知識や

技能
内部統制の不備

1 13 3 ― ― 2 ―
5% 59% 14% ― ― 9% ―
― 8 1 ― ― 3 ―
― 36% 5% ― ― 14% ―
― 2 1 ― ― 2 ―
― 9% 5% ― ― 9% ―
― 9 1 ― ― 3 ―
― 41% 5% ― ― 14% ―
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ―
― 8 2 ― ― ― ―
― 36% 9% ― ― ― ―
― 14 1 ― ― 3 ―
― 64% 5% ― ― 14% ―
― 1 ― ― ― ― ―
― 5% ― ― ― ― ―

内部統制の評価

経営者等への質問

分析的手続

記録や文書の評価

実査・立会

再計算・再実施

専門家の利用

構成単位の監査人
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11．関連当事者取引

① KAM の識別

親会社や子会社との取引、親会社や子会社の役員との取引、関係会社との取引、及び主要

株主との取引等の関連当事者取引に係る論点を対象とした KAM である。

連結財務諸表又は個別財務諸表の監査報告書において、関連当事者取引に係る論点を対

象とした KAM が記載された会社の数（KAM の個数）は、それぞれ 16 社（16 個）及び 14

社（14 個）であった。

連結財務諸表と個別財務諸表の両方の監査報告書に関連当事者取引に係る論点を対象と

した KAM が記載された事例のほとんどにおいて、連結財務諸表と個別財務諸表の監査報告

書におけるその記述に違いはなかった。

以下では、連結財務諸表の監査報告書において関連当事者取引に係る論点を対象とした

KAM が記載された会社を対象に分析を行う。

連結財務諸表の監査報告書において関連当事者取引に係る論点を対象とした KAM が記

載された会社が適用した会計基準別の内訳は以下のとおりである。

適用した会計基準 会社数（注） KAM の個数

日本基準 16 社（0％） 16 個

IFRS ― ―

US-GAAP ― ―

（注）表中の括弧内の値は、当該会計基準を適用する会社に占める割合を示している。

連結財務諸表の監査報告書において、関連当事者取引に係る論点を対象とした KAM が記

載された会社の業種別（業種別分類項目の大分類）の内訳は、以下のとおりである。
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業種別（大分類） 会社数（注） KAM の個数

水産・農林業 ― ―

鉱業 ― ―

建設業 ― ―

製造業 10 社（1%） 10 個

電気・ガス業 ― ―

運輸・情報通信業 2 社（1%） 2 個

商業 3 社（1%） 3 個

金融・保険業 ― ―

不動産   1 社（2%） 1 個

サービス業 ― ―

（注）表中の括弧内の値は、当該業種に属する会社に占める割合を示している。

② KAM の内容

連結財務諸表の監査報告書において、関連当事者取引に係る論点を対象とした KAM の主

なものは、関連当事者取引の価格の合理性であった。

関連当事者取引の性質上、不適切な収益認識や損失計上の回避などが行われるリスクが

高いことを記載し、関連当事者取引の価格の合理性を KAM としている110。事例の中には、

当連結会計年度において、会社が過去に関連当事者との取引を利用して実施した不正な財

務報告が発覚し、過年度の連結財務諸表の訂正を行っていることを記載している事例111も

あった。

③ KAM と決定した理由

連結財務諸表の監査報告書における関連当事者取引の監査領域において KAM と決定し

た理由をまとめると、以下のようになる。

                                                       
110 かどや製油㈱、㈱アスモ、㈱ＮＥＷ ＡＲＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 他
111 ㈱ひらまつ
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KAM と決定した理由 KAM の個数（注）

不確実性又は経営者の判断 2 個（13%）

重要性 10 個（63%）

複雑性 3 個（19%）

通例でない取引 ―

専門的な技能や知識 ―

監査証拠の入手の難易度 ―

内部統制の不備 1 個（ 6%）

（注）表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。なお、1 つ

の KAM について複数の決定理由を記載しているものがあるため、KAM の個数の合

計は、当該監査領域に識別された KAM の個数より多い。

KAM として決定した理由のうち、もっとも多かった「重要性」を KAM と決定した理由

と記載していた事例（10 個）の多くは、「金額的重要性」に関するものであったが、「個別

取引の重要性」を決定した理由として記載していた事例もあった。

また、連結財務諸表の監査報告書において関連当事者取引を KAM とした事例のうち、不

正リスクに言及した事例は 7 個112（44%）であった。これらは、関連当事者取引の性質から

不正リスクがあることを KAM と決定した理由として記載していた。

④ 財務諸表の注記事項への参照

連結財務諸表の監査報告書において関連当事者取引を対象とした KAM について、財務諸

表の注記事項への参照の有無、および参照先をまとめると、以下のようになる。

                                                       
112 かどや製油㈱、フリージア・マクロス㈱、㈱アスモ、㈱ＮＥＷＡＲＴＨＯＬＤＩＮＧＳ、

㈱ひらまつ、㈱アイフリークモバイル、及び東急不動産ホールディングス㈱
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注記事項への参照 KAM の個数（注 3）

注記事項への参照 有 14 個（88%）

会計方針への参照 ―

重要な会計上の見積りへの参照 1 個（ 6%）

上記以外の財務諸表の注記事項への参照（注 1） 13 個（81%）

注記事項への参照 無（注 2） 2 個（13%）

（注1） 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、関連当事者情報、セグメント情

報などがあった。

（注2） 財務諸表の金額を記載しているものを含む。

（注3） 表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。

⑤ 監査上の対応

連結財務諸表の監査報告書において関連当事者取引に係る論点を対象とした KAM につ

いて、監査上の対応をまとめると、以下のようになる。

監査上の対応 KAM の個数（注）

内部統制の評価 7 個（44%）

経営者等への質問 13 個（81%）

分析的手続 5 個（31%）

記録や文書の評価 15 個（94%）

実査・立会 1 個（ 6%）

再計算・再実施 1 個（ 6%）

専門家の利用 2 個（13%）

構成単位の監査人の利用 ―

（注）表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。なお、1 つ

の KAM について複数の監査上の対応を記載しているものがあるため、KAM の個数

の合計は、当該監査領域に識別された KAM の個数より多い。

経営者等への質問において、監査人が質問や協議を行った相手には、経営者のほか、経

理担当者、監査役、取引先等の外部者などが記載されていた。

監査人が行った分析的手続として、趨勢分析、比較分析などが記載されていた。

記録や文書の評価として、監査人は、取締役会議事録、決裁書、覚書、証憑、根拠資

料、契約書、交渉記録、協定書などを対象に、閲覧、査閲、及び突合を行ったことが記載

されていた。

実査・立会として、会社が提供しているサービスの機能状況を、会社担当者立会の下、

確認したことが記載されていた。
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上の表の専門家の利用は、監査人によるものに限定されている。監査人が利用した専門

家として、不動産評価の専門家及び企業価値評価の専門家が記載されていた。

また、連結財務諸表の監査報告書において当該領域に識別された KAM（16 個）について、

「KAM と決定した理由」及び「監査上の対応」の関係をまとめると、以下のようになる。

（注）表中の上段の値は該当する KAM の個数を、下段の値は当該監査領域に占める KAM

の割合を示している。なお、1 つの KAM について複数の KAM と決定した理由を記

載しているものがあるため、KAM の個数合計は、当該監査領域に識別された KAM の

個数より多い。

不確実性又は
経営者の判断

重要性 複雑性 通例でない取引
監査証拠の入手

の難易度
専門的な知識や

技能
内部統制の不備

1 3 2 ― ― ― ―
6% 19% 13% ― ― ― ―
1 8 3 ― ― ― 1

6% 50% 19% ― ― ― 6%
1 4 1 ― ― ― ―

6% 25% 6% ― ― ― ―
1 10 3 ― ― ― 1

6% 63% 19% ― ― ― 6%
― 1 ― ― ― ― ―
― 6% ― ― ― ― ―
― 1 ― ― ― ― ―
― 6% ― ― ― ― ―
― 2 ― ― ― ― ―
― 13% ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ―

分析的手続

記録や文書の評価

実査・立会

再計算・再実施

専門家の利用

構成単位の監査人

内部統制の評価

経営者等への質問
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12．新型コロナウイルス感染症関連

① KAM の識別

新型コロナウイルス感染症そのもの及び新型コロナウイルス感染症の影響を受けた監査

領域が複数に渡るものを対象とした KAM である。また、本報告書においては、新型コロナ

ウイルス感染症関連であったとしても、新型コロナウイルス感染症関連以外の単一の監査

領域に識別できる場合は、該当する監査領域に識別している。

連結財務諸表又は個別財務諸表の監査報告書において、新型コロナウイルス感染症に関

連する事項に係る論点を対象とした KAM が記載された会社の数（KAM の個数）は、それ

ぞれ 11 社（11 個）及び 9 社（9 個）であった。

連結財務諸表と個別財務諸表の両方の監査報告書に新型コロナウイルス感染症に関連す

る事項に係る論点を対象とした KAM が記載された事例のほとんどにおいて、連結財務諸表

と個別財務諸表の監査報告書におけるその記述に違いはなかった。

以下では、連結財務諸表の監査報告書において新型コロナウイルス感染症に関連する事

項に係る論点を対象とした KAM が記載された会社を対象に分析を行う。

連結財務諸表の監査報告書において新型コロナウイルス感染症に関連する事項に係る論

点を対象とした KAM が記載された会社が適用した会計基準別の内訳は以下のとおりであ

る。

適用した会計基準 会社数（注） KAM の個数

日本基準 10 社（1％） 10 個

IFRS 1 社（1％） 1 個

US-GAAP ― ―

（注）表中の括弧内の値は、当該会計基準を適用する会社に占める割合を示している。

連結財務諸表の監査報告書において、新型コロナウイルス感染症に関連する事項に係る

論点を対象とした KAM が記載された会社の業種別（業種別分類項目の大分類）の内訳は、

以下のとおりである。
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業種別（大分類） 会社数（注） KAM の個数

水産・農林業 ― ―

鉱業 ― ―

建設業 ― ―

製造業 4 社（0%） 4 個

電気・ガス業 ― ―

運輸・情報通信業 3 社（1%） 3 個

商業 2 社（1%） 2 個

金融・保険業 1 社（1%） 1 個

不動産 ― ―

サービス業 1 社（1%） 1 個

（注）表中の括弧内の値は、当該業種に属する会社に占める割合を示している。

② KAM の内容

連結財務諸表の監査報告書において、新型コロナウイルス感染症に関連する事項に係る

論点を対象とした KAM の主なものは、以下のとおりである。

ア．新型コロナウイルス感染症の拡大が会計上の見積りに与える影響

連結財務諸表の監査報告書において、新型コロナウイルス感染症に関連する事項に係る

論点を対象とした KAM の内容でもっとも多かったのが、新型コロナウイルス感染症の拡大

が会計上の見積りに与える影響を KAM とした事例である。会計上の見積りが影響を与える

事項は多岐に渡るが、影響を受ける項目の一つとして、繰延税金資産の回収可能性をあげて

いる事例113が多い。

イ．その他

上記のほか、以下の論点を対象とした事例があった。

 新型コロナウイルス感染症の拡大が財務報告全般に与える影響114

 新型コロナウイルス感染症の拡大が会社の貸出金等の信用リスクに与える影響115

 新型コロナウイルス感染症関連損失として計上した特別損失116

                                                       
113 京浜急行電鉄㈱、ＡＮＡホールディングス㈱、㈱カクヤスグループ 他
114 東急㈱
115 ㈱大光銀行
116 豊和工業㈱、及び㈱アミューズ
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③ KAM と決定した理由

連結財務諸表の監査報告書における新型コロナウイルス感染症に関連する事項の監査領

域において KAM と決定した理由をまとめると、以下のようになる。

KAM と決定した理由 KAM の個数（注）

不確実性又は経営者の判断 9 個（82%）

重要性 8 個（73%）

複雑性 2 個（18%）

通例でない取引 ―

専門的な技能や知識 ―

監査証拠の入手の難易度 ―

内部統制の不備 ―

（注）表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。なお、1 つ

の KAM について複数の決定理由を記載しているものがあるため、KAM の個数の合

計は、当該監査領域に識別された KAM の個数より多い。

KAM と決定した理由のうち、もっとも多かった「不確実性又は経営者の判断」を KAM

と決定した理由に挙げている事例（9 個）をみると、「不確実性」及び「経営者の判断」の

両方若しくは「経営者の判断」を単独で記載しており、「不確実性」を単独で記載している

事例はなかった。

「重要性」を KAM と決定した理由に挙げている事例（8 個）をみると、そのすべてが「金

額的重要性」に関するものであった。

なお、当該監査領域に識別されたすべての KAM が、「不確実性又は経営者の判断」若し

くは「重要性」のいずれかを KAM と決定した理由としており、6 個は「不確実性又は経営

者の判断」と「重要性」の両方を KAM として記載していた。

また、連結財務諸表の監査報告書において新型コロナウイルス感染症に関連する事項を

KAM とした事例のうち、不正リスクに言及した事例はなかった。

④ 財務諸表の注記事項への参照

連結財務諸表の監査報告書において新型コロナウイルス感染症に関連する事項を対象と

した KAM について、財務諸表の注記事項への参照の有無、及び参照先をまとめると、以下

のようになる。
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注記事項への参照 KAM の個数（注 3）

注記事項への参照 有 10 個（91%）

会計方針への参照 ―

重要な会計上の見積りへの参照 6 個（55%）

上記以外の財務諸表の注記事項への参照（注 1） 4 個（36%）

注記事項への参照 無（注 2） 1 個（ 9%）

（注1） 連結損益計算書関係、税効果会計関係などがあった。

（注2） 財務諸表の金額を記載しているものを含む。

（注3） 表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。

⑤ 監査上の対応

連結財務諸表の監査報告書において新型コロナウイルス感染症に関連する事項に係る論

点を対象とした KAM について、監査上の対応をまとめると、以下のようになる。

監査上の対応 KAM の個数（注）

内部統制の評価 2 個（18%）

経営者等への質問 7 個（64%）

分析的手続 5 個（45%）

記録や文書の評価 5 個（45%）

実査・立会 ―

再計算・再実施 1 個（ 9%）

専門家の利用 1 個（ 9%）

構成単位の監査人の利用 ―

（注）表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。なお、1 つ

の KAM について複数の監査上の対応を記載しているものがあるため、KAM の個数

の合計は、当該監査領域に識別された KAM の個数より多い。

経営者等への質問において、監査人が質問や協議を行った相手には、経営者のほか主要

な各事業部門長、主要な連結子会社の経営者、部門責任者などが記載されていた。

監査人が行った分析的手続として、趨勢分析、比較分析などが記載されていた。

記録や文書の評価として、監査人は、会議体議事録、事業計画、設備投資計画、将来計

画、及び証憑などを対象に、閲覧及び査閲を行ったことが記載されていた。

上の表の専門家の利用は、監査人によるものに限定されている。監査人が利用した専門家

として、固定資産の評価に関連した評価の専門家が記載されていた。

また、連結財務諸表の監査報告書において当該領域に識別された KAM（11 個）について、

「KAM と決定した理由」及び「監査上の対応」の関係をまとめると、以下のようになる
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（注）表中の上段の値は該当する KAM の個数を、下段の値は当該監査領域に占める KAM

の割合を示している。なお、1 つの KAM について複数の KAM と決定した理由を記

載しているものがあるため、KAM の個数合計は、当該監査領域に識別された KAM の

個数より多い。

不確実性又は
経営者の判断

重要性 複雑性 通例でない取引
監査証拠の入手

の難易度
専門的な知識や

技能
内部統制の不備

2 2 ― ― ― ― ―
18% 18% ― ― ― ― ―

6 4 2 ― ― ― ―
55% 36% 18% ― ― ― ―

4 4 1 ― ― ― ―
36% 36% 9% ― ― ― ―

4 4 2 ― ― ― ―
36% 36% 18% ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ―
1 1 ― ― ― ― ―

9% 9% ― ― ― ― ―
1 1 ― ― ― ― ―

9% 9% ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ―

専門家の利用

構成単位の監査人

内部統制の評価

経営者等への質問

分析的手続

記録や文書の評価

実査・立会

再計算・再実施
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13. 金融商品の評価

① KAM の識別

金融商品の評価に係る論点を対象とした KAM である。連結財務諸表又は個別財務諸表の

監査報告書において、金融商品の評価に係る論点を KAM の対象とした会社の数（KAM の

個数）は、それぞれ 10 社（10 個）、及び 6 社（6 個）であった。

連結財務諸表と個別財務諸表の両方の監査報告書に金融商品の評価に係る論点を対象と

した KAM が記載されている事例のほとんどにおいて、連結財務諸表と個別財務諸表の監査

報告書におけるその記述に違いはなかった。

以下では、連結財務諸表の監査報告書において金融商品の評価に係る論点を対象とした

KAM が記載された会社を対象に分析を行う。

連結財務諸表の監査報告書において金融商品の評価に係る論点を対象とした KAM が記

載された会社が適用した会計基準別の内訳は以下のとおりである。

適用した会計基準 会社数（注） KAM の個数

日本基準 7 社（ 0%） 7 個

IFRS 2 社（ 1%） 2 個

US-GAAP 1 社（10%） 1 個

（注）表中の括弧内の値は、当該会計基準を適用する会社に占める割合を示している。

連結財務諸表の監査報告書において、金融商品の評価に係る論点を対象とした KAM が記

載された会社の業種別（業種別分類項目の大分類）の内訳は、以下のとおりである。

業種別（大分類） 会社数（注） KAM の個数

水産・農林業 ― ―

鉱業 ― ―

建設業 ― ―

製造業   3 社（ 0%） 3 個

電気・ガス業   2 社（10%） 2 個

運輸・情報通信業 ― ―

商業 ― ―

金融・保険業   5 社（ 3%） 5 個

不動産 ― ―

サービス業 ― ―

（注）表中の括弧内の値は、当該業種に属する会社に占める割合を示している。
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② KAM の内容

連結財務諸表の監査報告書において、金融商品の評価に関連する事項を対象とした KAM

の内容の主なものとしては、デリバティブ取引に対するヘッジ会計適用の有効性について

の事例117があげられる。わが国では、2019 年 7 月に、企業会計基準委員会から企業会計基

準第 30 号「時価の算定に関する会計基準」（以下、企業会計基準第 30 号という。）や改正企

業会計基準第 10 号「金融商品に関する会計基準」等が公表され、IFRS や US-GAAP と同様

に、金融商品の時価のレベルごとの開示等が要求されることとなった118。日本基準を採用し

ている会社の KAM で、「時価の算定に関する会計基準」を 2021 年 3 月期の期首から適用

し、レベル 3 の時価に分類される金融商品に言及した 2 社119は、レベル 3 の時価に分類さ

れるデリバティブ取引の時価の算定において、市場で観察できないインプットが使用され

ており、経営者の判断を伴うため会計上の見積りの不確実性が高くなっていることについ

て記載していた。

③ KAM と決定した理由

連結財務諸表の監査報告書における金融商品の評価の監査領域において、KAM と決定し

た理由をまとめると、以下のようになる。

KAM と決定した理由 KAM の個数（注）

不確実性又は経営者の判断 7 個（70%）

重要性 7 個（70%）

複雑性 5 個（50%）

通例でない取引 ―

専門的な技能や知識 3 個（30%）

監査証拠の入手の難易度 ―

内部統制の不備 ―

（注）表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。なお、1 つ

の KAM について複数の決定理由を記載しているものがあるため、KAM の個数の合

計は、当該監査領域に識別された KAM の個数より多い。

                                                       
117 日清オイリオグループ㈱、日本証券金融㈱、㈱レノバ 他
118 企業会計基準第 30 号は、2021 年 4 月 1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度の

期首から適用される（企業会計基準第 30 号、第 16 項）。ただし、企業会計基準第 30 号

は、2020 年 4 月 1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からの早期適用、及

び、2020 年 3 月 31 日以後終了する連結会計年度及び事業年度における年度末に係る連結

財務諸表及び個別財務諸表からの早期適用が容認されている。これらの場合には、「時価

の算定に関する会計基準」と同時に改正された金融商品会計基準及び棚卸資産会計基準に

ついても同時に適用する必要がある（企業会計基準第 30 号、第 17 項）。
119 ㈱みずほフィナンシャルグループ、及び㈱大和証券グループ本社
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「不確実性又は経営者の判断」を KAM と決定した理由に挙げている事例（7 個）におい

ては、「不確実性」及び「経営者の判断」の両方を記載している事例もあれば、「経営者の判

断」を単独で記載している事例もあった。

また、連結財務諸表の監査報告書において金融商品の評価を KAM とした事例のうち、不

正リスクに言及した事例はなかった。

④ 財務諸表の注記事項への参照

連結財務諸表の監査報告書において金融商品の評価を対象とした KAM について、財務諸

表への注記事項への参照の有無、及び参照先をまとめると、以下のようになる。

注記事項への参照 KAM の個数（注 4）

注記事項への参照 有（注 1） 9 個（90%）

会計方針への参照 3 個（30%）

重要な会計上の見積りへの参照 1 個（10%）

上記以外の財務諸表の注記事項への参照（注 2） 6 個（60%）

注記事項への参照 無（注 3） 1 個（10%）

（注1） 1 つの KAM について複数の注記事項への参照を付したものがあるため、「注記事

項への参照 有」の内訳の KAM の個数合計は、「注記事項への参照 有」の個数より

多い。

（注2） 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、デリバティブ取引関係などが

あった。

（注3） 財務諸表の金額を記載しているものを含む。

（注4） 表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。

会計方針及び重要な会計上の見積りの両方への参照を付していた KAM が 1 個（10%）あ

った。

⑤ 監査上の対応

連結財務諸表の監査報告書において金融商品の評価に係る論点を対象とした KAM につ

いて、監査上の対応をまとめると、以下のようになる。
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監査上の対応 KAM の個数（注）

内部統制の評価 8 個（80%）

経営者等への質問 5 個（50%）

分析的手続 6 個（60%）

記録や文書の評価 6 個（60%）

実査・立会 ―

再計算・再実施 1 個（10%）

専門家の利用 4 個（40%）

構成単位の監査人の利用 ―

（注）表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。なお、1 つ

の KAM について複数の監査上の対応を記載しているものがあるため、KAM の個数

の合計は、当該監査領域に識別された KAM の個数より多い。

経営者等への質問において、監査人が質問や協議を行った相手には、経営者のほか、内

部統制の実施責任者、取引先が記載されていた。

監査人が行った分析的手続として、趨勢分析、感応度分析、回帰分析などが記載されて

いた。

記録や文書の評価として、監査人は、取締役会等の議事録、デリバティブ管理台帳、デ

リバティブ取引にかかる規程、証憑、契約書などを対象に、閲覧及び査閲を行ったことが

記載されていた。

上の表の専門家の利用は、監査人によるものに限定されている。監査人が利用した専門

家として、金融商品の評価の専門家、及び IT 専門家が記載されていた。

また、連結財務諸表の監査報告書において当該領域に識別された KAM（10 個）について、

「KAM と決定した理由」及び「監査上の対応」の関係をまとめると、以下のようになる。
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（注）表中の上段の値は該当する KAM の個数を、下段の値は当該監査領域に占める KAM

の割合を示している。なお、1 つの KAM について複数の KAM と決定した理由を記

載しているものがあるため、KAM の個数合計は、当該監査領域に識別された KAM の

個数より多い。

不確実性又は
経営者の判断

重要性 複雑性 通例でない取引
監査証拠の入手

の難易度
専門的な知識や

技能
内部統制の不備

6 5 5 ― ― 2 ―
60% 50% 50% ― ― 20% ―

4 4 2 ― ― 2 ―
40% 40% 20% ― ― 20% ―

3 5 2 ― ― 1 ―
30% 50% 20% ― ― 10% ―

3 5 3 ― ― 2 ―
30% 50% 30% ― ― 20% ―
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ―
― 1 1 ― ― ― ―
― 10% 10% ― ― ― ―
4 3 3 ― ― 1 ―

40% 30% 30% ― ― 10% ―
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ―

内部統制の評価

経営者等への質問

分析的手続

記録や文書の評価

実査・立会

再計算・再実施

専門家の利用

構成単位の監査人
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14．その他の監査領域

① KAM の識別

本報告書で識別した 13 の監査領域に分類されなかった KAM を識別している。

連結財務諸表又は個別財務諸表の監査報告書において、その他の監査領域に係る論点を

対象とした KAM が記載された会社の数（KAM の個数）は、それぞれ 59 社（61 個）及び

40 社（41 個）であった。

連結財務諸表と個別財務諸表の両方の監査報告書に、その他の監査領域に係る論点を対

象とした KAM が記載された事例のほとんどにおいて、連結財務諸表と個別財務諸表の監査

報告書におけるその記述に違いはなかった。

以下では、連結財務諸表の監査報告書においてその他の監査領域に係る論点を対象とし

た KAM が記載された会社を対象に分析を行う。

連結財務諸表の監査報告書においてその他の監査領域に係る論点を対象とした KAM が

記載された会社が適用した会計基準別の内訳は以下のとおりである。

適用した会計基準 会社数（注） KAM の個数

日本基準 55 社（3％） 56 個

IFRS 4 社（3％） 5 個

US-GAAP ― ―

（注）表中の括弧内の値は、当該会計基準を適用する会社に占める割合を示している。

連結財務諸表の監査報告書において、その他の監査領域に係る論点を対象とした KAM が

記載された会社の業種別（業種別分類項目の大分類）の内訳は、以下のとおりである。
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業種別（大分類） 会社数（注） KAM の個数

水産・農林業 ― ―

鉱業 ― ―

建設業 1 社（1%） 1 個

製造業 25 社（3%） 26 個

電気・ガス業 1 社（5%） 1 個

運輸・情報通信業 9 社（3%） 9 個

商業 7 社（2%） 8 個

金融・保険業 6 社（4%） 6 個

不動産 2 社（4%） 2 個

サービス業 8 社（4%） 8 個

（注）表中の括弧内の値は、当該業種に属する会社に占める割合を示している。

また、連結財務諸表の監査報告書においてその他の監査領域に係る論点を対象とした

KAM が記載された会社のほとんどが、当該監査領域の KAM の記載は 1 個であったが、2

個記載された会社が 2 社120あった。

② KAM の内容

連結財務諸表の監査報告書において、その他の監査領域に係る論点を対象とした KAM は

多岐に渡るが、例えば次のようなものがあった。

ア．不正・不適切な会計処理

不正・不適切な会計処理に着目した事例として、連結子会社が架空売上等の不適切な会計

処理を行っていたことが判明したことを受け、不適切な会計処理の内容及び発生原因、関連

する内部統制の整備及び運用状況、関係する取引が行われている範囲、不適切な会計処理に

係る取引に類似した取引の有無、関連する他の勘定科目への影響などを含む、連結子会社に

おける不適切な会計処理を KAM とした事例121があった。

また、会社が過去に行った不正取引（納品実体のない取引）が過年度に訴求して取消処理

されていることや、不正取引に関与した各会社間で違約金請求訴訟が継続していることか

ら、当該不正取引に関連する会計処理と開示の十分性が KAM とされている事例122があっ

た。

                                                       
120 三菱商事㈱、サクサホールディングス㈱
121 シャープ㈱
122 ネットワンシステムズ㈱
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イ．内部統制

内部統制に着目した事例としては、売上計上の正確性がマニュアル統制及び関連するシ

ステムの自動化統制に依拠していることから内部統制の有効性評価を KAM としている事

例123や、上記アの不正・不適切な会計処理とも関係するが、内部統制の不備に起因した不正

や不適切な会計処理が過年度に行われていたことから、当年度における内部統制の有効性

やそれが及ぼす影響が KAM となっている事例124、不祥事に対する業務改善の中で行われた

内部統制の改善状況の評価を KAM とした事例125、当期において開示すべき重要な不備とし

て識別された全社的な内部統制の不備を KAM としている事例126があった。

ウ．連結の範囲

経営者の主観的判断が入る余地があることや、連結財務諸表に与える潜在的な影響の大

きさから、連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する事項を KAM としている事例127があっ

た。

エ．複数の財務諸表科目に影響する重要な仮定

特定の財務諸表科目ではなく、複数の財務諸表科目に影響する重要な仮定として、原油の

将来価格見積りを KAM としている事例128があった。

③ KAM と決定した理由

連結財務諸表の監査報告書におけるその他の監査領域において KAM と決定した理由を

まとめると、以下のようになる。

                                                       
123 セコム上信越㈱
124 理研ビタミン㈱、㈱旅工房、及びサクサホールディングス㈱
125 関西電力㈱
126 ㈱フェローテックホールディングス
127 フリージア・マクロス㈱、及び山田コンサルティンググループ㈱
128 三井物産㈱



79

KAM と決定した理由 KAM の個数（注）

不確実性又は経営者の判断 34 個（56%）

重要性 33 個（54%）

複雑性 14 個（23%）

通例でない取引 3 個（ 5%）

専門的な技能や知識 13 個（21%）

監査証拠の入手の難易度 1 個（ 2%）

内部統制の不備 6 個（10%）

（注）表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。なお、1 つ

の KAM について複数の決定理由を記載しているものがあるため、KAM の個数の合

計は、当該監査領域に識別された KAM の個数より多い。

KAM と決定した理由のうち、上位 2 つについて述べる。

「不確実性又は経営者の判断」を KAM と決定した理由に挙げている事例（34 個）をみる

と、多くが「不確実性」及び「経営者の判断」の両方若しくは「経営者の判断」を単独で記

載していたが、「不確実性」を単独で記載している事例もあった。

「重要性」を KAM と決定した理由に挙げている事例（33 個）をみると、多くが「金額的

重要性」に関するものであった。

なお、当該監査領域に識別された KAM の 14 個（23%）が、「不確実性又は経営者の判断」

と「重要性」の両方を KAM として記載していた。他方、「不確実性又は経営者の判断」若

しくは「重要性」のいずれも記載していなかった事例は、「専門的な技能や知識」、「通例で

はない取引」、「複雑性」、「内部統制の不備」を KAM と決定した理由として記載していた。

また、連結財務諸表の監査報告書においてその他の監査領域を KAM とした事例のうち、

不正リスクに言及した事例は１個129であった。これは不正リスクがあることを KAM と決定

した理由として記載していた。

④ 財務諸表の注記事項への参照

連結財務諸表の監査報告書においてその他の監査領域を対象とした KAM について、財務

諸表の注記事項への参照の有無、及び参照先をまとめると、以下のようになる。

                                                       
129 アジア開発キャピタル㈱
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注記事項への参照 KAM の個数（注 3）

注記事項への参照 有 40 個（66%）

会計方針への参照 8 個（13%）

重要な会計上の見積りへの参照 10 個（16%）

上記以外の財務諸表の注記事項への参照（注 1） 22 個（36%）

注記事項への参照 無（注 2） 21 個（34%）

（注1） 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、連結貸借対照表関係、連結損益

計算書関係、セグメント情報、追加情報などがあった。

（注2） 財務諸表の金額を記載しているものを含む。

（注3） 表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。

⑤ 監査上の対応

連結財務諸表の監査報告書においてその他の監査領域に係る論点を対象とした KAM に

ついて、監査上の対応をまとめると、以下のようになる。

監査上の対応 KAM の個数（注）

内部統制の評価 40 個（66%）

経営者等への質問 51 個（84%）

分析的手続 24 個（39%）

記録や文書の評価 46 個（75%）

実査・立会 6 個（10%）

再計算・再実施 9 個（15%）

専門家の利用 19 個（31%）

構成単位の監査人の利用 6 個（10%）

（注）表中の括弧内の値は、当該監査領域に占める KAM の割合を示している。なお、1 つ

の KAM について複数の監査上の対応を記載しているものがあるため、KAM の個数

の合計は、当該監査領域に識別された KAM の個数より多い。

経営者等への質問において、監査人が質問や協議を行った相手には、経営者のほか、監

査委員会、事業部門長、経理部門責任者、営業部門責任者、管理部門責任者、取引先等の

外部者などが記載されていた。

監査人が行った分析的手続として、趨勢分析、推移分析、感応度分析、比較分析などが

記載されていた。

記録や文書の評価として、監査人は、取締役会等の議事録、帳簿、証憑、契約書、見積

書、根拠資料、稟議書などを対象に、閲覧、査閲、及び突合を行ったことが記載されてい

た。

実査・立会として、現場視察や実地棚卸の立会などを行ったことが記載されていた。



81

上の表の専門家の利用は、監査人によるものに限定されている。監査人が利用した専門

家として、法律の専門家、公正価値評価の専門家、IT 専門家、アクチュアリー、及び不正

調査の専門家が記載されていた。

また、連結財務諸表の監査報告書において当該領域に識別された KAM（61 個）について、

「KAM と決定した理由」及び「監査上の対応」の関係をまとめると、以下のようになる。

（注）表中の上段の値は該当する KAM の個数を、下段の値は当該監査領域に占める KAM

の割合を示している。なお、1 つの KAM について複数の KAM と決定した理由を記載

しているものがあるため、KAM の個数合計は、当該監査領域に識別された KAM の個

数より多い。

不確実性又は
経営者の判断

重要性 複雑性 通例でない取引
監査証拠の入手

の難易度
専門的な知識や

技能
内部統制の不備

20 25 9 2 ― 9 6
33% 41% 15% 3% ― 15% 10%
30 27 12 3 1 13 6

49% 44% 20% 5% 2% 21% 10%
16 12 6 3 1 5 2

26% 20% 10% 5% 2% 8% 3%
24 23 6 3 1 7 6

39% 38% 10% 5% 2% 11% 10%
2 4 1 ― 1 1 1

3% 7% 2% ― 2% 2% 2%
3 4 1 1 ― ― 1

5% 7% 2% 2% ― ― 2%
14 12 7 ― 1 10 2

23% 20% 11% ― 2% 16% 3%
4 5 2 ― ― 2 1

7% 8% 3% ― ― 3% 2%

分析的手続

記録や文書の評価

実査・立会

再計算・再実施

専門家の利用

構成単位の監査人

内部統制の評価

経営者等への質問


